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五六七..ヽノ

五
経
正
義
讃
解
通
論
　
(
二
)

或
可

今
知
不
然
者
　
(
知
不
然
者
)

斯
不
然
臭

必
知
然
者

九
　
其
意
言
　
(
其
意
謂
・
其
意
以
鳥
)

五
　
或
可

み
た
び
前
稿
(
こ
第
一
節
の
●
例
で
あ
る
〔
①
〕
。
か
し
こ
に
見
え
る
「
今

讃
」
と
い
う
用
法
が
、
実
は
『
五
経
正
義
』
の
最
初
の
書
名
『
五
経
義
訝
』
に

由
来
す
る
も
の
で
、
こ
の
部
分
こ
そ
が
唐
人
の
手
に
成
る
文
章
だ
、
と
見
な
す

清
儒
劉
文
浜
の
説
を
紹
介
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
部
分
に
「
酔
可
初

葬
之
後
則
可
、
久
則
不
許
」
と
い
う
文
章
が
続
い
て
い
た
。
も
う
一
度
「
今
讃
」

以
下
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

今
讃
日
、
雑
記
、
弔
含
・
樋
・
膚
・
臨
之
等
、
未
葬
則
葦
席
、
既
葬
則
蒲
席
、

是
葬
後
得
行
。
此
言
「
緩
」
者
、
穏
記
後
人
雑
録
、
不
可
典
侍
同
言
也
。

野
間
・
文
史

田
り
初
葬
之
後
則
可
、
久
則
不
許
。

今
讃
に
い
う
、
(
雑
記
)
　
で
は
、
弔
問
す
る
際
の
含
・
樋
・
膚
・
臨
の

ゐ

せ

き

類
は
、
未
だ
葬
っ
て
い
な
け
れ
ば
葦
席
〔
あ
L
で
編
ん
だ
敷
物
〕
が
有

は
せ
き

り
、
既
に
葬
れ
ば
蒲
席
〔
が
ま
で
編
ん
だ
敷
物
〕
　
が
有
る
か
ら
、
こ
れ

は
「
葬
」
　
の
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
し
か
る
に
)
　
い
ま
こ
こ
で

「
緩
」
と
言
う
の
は
　
(
な
ぜ
か
と
い
え
ば
)
、
《
穏
記
》
は
後
人
の
雑
録

で
あ
っ
て
、
伝
と
同
じ
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

司
呵
嘲
葬
っ
た
直
後
は
よ
く
て
、
久
し
く
な
る
と
許
さ
れ
な
い
叫
珂
瑚

軸
叫
瑚
叫
。

こ
こ
に
見
え
る
　
「
或
可
」
　
は
　
「
或
い
は
～
べ
し
」
　
と
訓
読
し
、
「
或
い
は
～

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
辞
書
に
採
録
す
る
ま
で
も
な

い
用
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
語
は
『
五
経
正
義
』
中
に
常
見
す
る
も
の
で

あ
り
、
お
お
む
ね
琉
文
が
、
そ
の
依
拠
し
た
「
注
」
　
の
妥
当
性
を
繚
々
解
説
に

こ
れ
つ
と
め
た
後
、
別
説
を
追
加
し
て
述
べ
る
際
に
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
語
に
出
会
う
と
、
そ
の
前
ま
で
の
詳
細
な
説
明
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
だ
、

と
で
も
言
い
た
く
な
り
、
い
さ
さ
か
肩
す
か
し
を
食
ら
っ
た
感
じ
が
し
な
い
で

113



東洋古典學研究　第21集　2006

も
な
い
。
思
う
に
『
五
経
正
義
』
が
長
い
時
間
を
か
け
て
、
累
層
的
に
形
成
さ

れ
て
き
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
デ
。

も
う
一
例
、
『
春
秋
正
義
』
か
ら
昭
公
十
二
年
経
「
三
月
、
壬
申
、
鄭
伯
嘉

卒
」
　
の
杜
注
「
五
同
盟
」
　
の
疏
文
を
取
り
上
げ
る
。
そ
も
そ
も
『
春
秋
』
経
文

に
他
国
の
諸
侯
の
　
「
卒
」
　
の
記
事
が
あ
る
場
合
、
杜
預
は
そ
の
君
が
魯
国
と
盟

約
を
交
わ
し
た
回
数
を
記
述
す
る
の
を
通
例
と
す
る
。
た
だ
そ
の
数
え
方
に
は

一
貫
性
が
無
い
よ
う
に
も
見
え
、
隋
の
劉
蛇
の
批
判
(
規
過
)
　
を
受
け
る
こ
と

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
て
、
『
春
秋
正
義
』
す
な
わ
ち
杜
預
説
を
弁
護
す
る
唐
l
人

は
、
そ
の
説
明
に
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
引
用
文
に
は
劉
弦
の

言
葉
は
見
え
な
い
が
、
こ
れ
も
そ
の
例
と
い
え
よ
う
か
。

●
左
侍
注
疏
　
(
念
.
N
含
昭
公
十
二
年
経
)

【
経
】
三
月
、
壬
申
、
鄭
伯
嘉
卒
。
【
注
】
五
同
盟
。

[
疏
]
注
五
同
盟
○
正
義
日
、
嘉
以
裏
九
年
即
位
、
其
年
盟
干
戯
、
十
一
年
干
葛

城
北
、
十
六
年
干
渓
梁
、
二
十
年
千
滴
淵
、
二
十
五
年
子
重
丘
、
二
十
七
年
子

宋
、
元
年
千
載
、
皆
魯
・
鄭
倶
在
、
凡
七
、
云
　
「
五
」
者
、
杜
以
其
盟
既
多
、

故
皆
接
君
在
盟
合
而
言
之
、
嚢
二
十
七
年
是
大
夫
之
盟
、
元
年
横
合
謹
啓
書
、

二
者
不
敷
、
故
鳥
「
五
」
也
。
日
韓
寓
錯
誤
。

「
鄭
伯
嘉
」
　
は
　
(
魯
の
)
　
嚢
公
九
年
に
即
位
し
、
そ
の
年
に
戯
の
地
で

盟
い
、
十
一
年
に
は
葛
城
の
北
、
十
六
年
に
は
漠
梁
、
二
十
年
に
は
遭
淵
、

二
十
五
年
に
は
重
丘
、
二
十
七
年
に
は
采
、
(
魯
の
昭
公
)
　
元
年
に
は
敬

で
そ
れ
ぞ
れ
盟
っ
て
い
て
、
そ
の
会
盟
に
は
魯
と
鄭
と
は
す
べ
て
介
在
し

て
い
る
か
ら
、
全
部
で
七
回
に
及
ぶ
の
に
、
こ
こ
で
　
(
杜
預
が
)
　
「
五
」

と
い
う
の
は
　
(
な
ぜ
か
と
い
え
ば
)
、
杜
預
は
そ
の
盟
数
が
多
い
と
こ
ろ
か

ら
、
す
べ
て
君
主
自
身
が
介
在
し
た
盟
会
を
数
え
た
も
の
で
、
裏
公
二
十

七
年
は
　
(
諸
国
の
)
大
夫
が
盟
い
、
元
年
の
我
の
会
盟
で
は
古
い
　
(
宋
の

盟
約
の
際
の
)
　
文
書
を
読
み
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
盟
を
数
え
な

か
っ
た
た
め
、
「
五
」
　
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

珂
呵
嘲
(
こ
の
「
五
」
は
)
転
写
の
際
の
誤
り
刊
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
疏
文
の
前
半
で
は
、
実
際
に
は
七
回
有
っ
た
盟
会
を
　
「
五
同
盟
」
　
だ
と

注
し
た
杜
預
説
を
弁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
は
あ
っ
さ
り
と
　
「
転
写

の
際
に
お
け
る
錯
誤
」
だ
と
す
る
別
説
を
付
加
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
筆
者
が
『
五
経
正
義
』
中
に
見
え
る
「
或
可
」
を
通
観
し
た
印
象

で
は
、
前
半
の
長
い
説
明
よ
り
は
、
む
し
ろ
短
い
或
説
の
方
が
、
実
は
『
正
義
』

の
本
音
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
が
多
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
吉
川
幸
次
郎
訳
『
尚
書
正
義
』
で
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触

れ
た
例
が
有
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。
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e
尚
書
注
疏
　
(
-
ナ
N
O
a
・
b
酒
話
)

【
伝
】
越
在
内
服
、
百
僚
庶
芦
、
惟
亜
惟
服
宗
工
。

お
上

【
注
】
於
在
内
服
、
治
事
百
官
衆
正
及
次
大
夫
服
事
尊
官
、
亦
不
日
逸
〔
於
び

内
服
に
在
り
て
は
、
事
を
治
む
る
百
官
衆
正
、
及
び
次
に
大
夫
、
事
に
服
し
て

官
を
尊
び
、
亦
た
白
か
ら
逸
せ
ず
〕
。

○
侍
於
在
至
自
逸
○
正
義
日
、
幾
外
有
服
敷
、
畿
内
無
服
敷
、
放
鳥
「
服
治
事
」

也
。
言
「
百
官
衆
正
」
鳥
抱
之
文
。
但
「
百
官
衆
正
」
、
除
六
卿
亦
有
大
夫
及

士
、
士
亦
有
官
首
而
鳥
政
者
。
「
惟
亜
」
、
侍
云
　
「
次
大
夫
」
　
者
、
謂
蜂
鳥
大

夫
、
不
烏
官
首
者
、
亜
次
官
首
、
故
云
　
「
亜
」
。
學
大
夫
尊
者
食
言
、
其
安
土
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亦
鳥
正
次
之
官
。
必
知
慮
亜
兼
士
者
、
以
此
経
文
上
下
、
更
無
別
見
士
之
文
、

故
知
兼
之
。
「
惟
服
宗
工
」
、
抱
上
　
「
百
僚
庶
芦
」
及
「
惟
歪
」
、
言
服
治
職
事

尊
官
之
、
故
亦
不
日
逸
。
「
惟
歪
」
錐
不
烏
官
首
、
亦
助
上
服
治
政
事
。
回
り

こ
の
例
で
は
、
「
或
可
」
　
の
前
に
「
皇
氏
」
　
と
あ
る
か
ら
、
皇
侃
説
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
唐
人
が
戎
説
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

非
官
首
者
、
服
事
在
上
之
尊
官
、
亦
不
日
逸
。

ま

こ

と

つ

と

　

　

　

　

と

う

と

…
…
「
椎
に
服
め
て
工
を
宗
ぷ
」
　
と
は
、

の
も
の
」
　
と
を
総
括
し
た
の
で
あ
っ
て
、

(
-
ナ
g
a
・
b
)

つ
ぎ

上
の
　
「
百
僚
庶
芦
」
　
と
　
「
亜

つ
ま
り
　
「
職
務
に
服
し
て
官
職

あ
そ

を
尊
重
す
る
」
　
と
こ
ろ
か
ら
、
「
や
は
り
逸
ぽ
う
と
し
な
い
」
。
も
っ
と

つ

ぎ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

し

ら

も
「
歪
の
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
連
中
は
官
の
頭
と
は
な
ら
ぬ
け
れ
ど

も
、
こ
れ
も
上
位
の
も
の
を
助
け
て
　
「
政
務
に
服
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

と
も
ま
た
官
の
頭
で
な
い

も
の
が
上
位
の
　
「
高
官
た
ち
に
服
事
し
て
」
、

あ
そ

「
や
は
り
逸
ば
な
い
」
　
と
い
う
こ
と
な
の
カ

。
(
全
集
本
9
・
4
5
1
頁
)

心
緒
記
注
疏
　
(
u
u
.
N
許
少
儀
)

[
疏
]
國
家
至
常
珠
○
正
義
日
、
此
一
節
明
國
家
靡
敵
減
省
之
超
。
「
靡
」
謂
移

靡
、
「
傲
」
謂
凋
敵
。
由
君
造
作
移
靡
、
賦
税
煩
急
、
則
物
凋
倣
、
則
魂
組
側

来
。
同
日
「
靡
」
盛
磨
、
謂
財
物
襲
散
凋
放
、
古
宇
通
用
。
(
挙
り
邑

ち
な
み
に
こ
の
例
文
に
つ
い
て
、
『
十
三
脛
注
疏
整
理
本
確
記
正
義
』
(
北
京

大
学
出
版
社
一
二
二
二
頁
)
で
は
、
傍
線
部
を
「
則
改
往
脩
束
或
可
。
靡
鳥
靡
、
」

と
句
読
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
「
或
可
」
の
用
法
に
気
づ
か
ぬ
誤
り
で
あ
る
㌣

そ
し
て
吉
川
訳
で
は
、
そ
の
脚
注
で
「
或
可
」
以
下
の
文
章
に
つ
い
て
、
「
こ

の
説
は
伝
の
服
事
尊
官
の
読
み
方
が
前
の
説
と
違
う
の
で
あ
る
。
」
　
と
い
う
説

明
が
施
さ
れ
て
い
る
〔
②
)
。

以
下
、
原
文
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
『
五
経
正
義
』
の
例
を
挙
げ
る
。

e
祀
記
注
疏
　
(
u
ナ
○
旨
服
問
)

【
伝
】
侍
日
罪
多
而
刑
五
、
喪
多
而
服
玉
。

O
「
侍
日
」
、
陰
匝
云
「
此
言
停
日
者
、
即
前
大
博
之
篇
、
則
服
術
有
六
、
不

指
其
人
、
今
各
以
其
入
明
之
」
。
同
日
「
侍
日
」
者
、
走
者
有
成
侍
、
記
者
引

之
、
則
非
前
大
侍
篇
也
。
放
下
云
「
罪
多
而
刑
五
、
喪
多
而
服
五
」
、
記
者
皆

引
此
啓
停
而
記
之
。

e
周
穏
注
疏
　
(
い
や
も
-
a
輿
人
)

[
琉
]
注
較
両
至
鳥
較
○
帰
日
、
「
較
」
　
謂
車
輿
雨
相
、
今
人
謂
之
平
商
也
。
言

雨
輯
謂
車
相
両
勇
竪
之
者
。
二
者
既
別
、
而
云
「
較
両
輪
上
出
式
」
者
、
以
其

較
之
両
頭
皆
置
干
輯
上
、
二
木
相
附
、
故
接
雨
較
出
式
而
言
之
。
云
「
兵
車
自

較
而
下
凡
五
尺
玉
寸
」
者
、
以
其
前
文
式
巳
崇
三
尺
三
寸
、
更
増
此
随
之
半
二

尺
二
寸
、
放
鳥
五
尺
玉
寸
。
按
昭
十
年
左
氏
侍
云
　
「
陳
飽
方
睦
、
遂
伐
欒
・
高

氏
。
子
良
日
、
先
得
公
、
陳
・
飽
焉
往
。
遂
伐
虎
門
。
公
卜
使
王
黒
以
藍
姑
鉾

率
、
吉
、
請
断
三
尺
而
用
之
」
、
彼
注
云
「
断
三
尺
、
使
至
於
較
、
大
夫
旗
至

較
」
。
接
種
緯
「
諸
侯
旗
奔
珍
、
大
夫
賓
較
珍
」
。
至
較
五
尺
玉
寸
、
断
三
尺

得
至
較
者
、
蓋
天
子
輿
其
臣
乗
重
較
之
車
、
諸
侯
之
臣
車
不
重
較
、
故
有
三
尺

之
較
也
。
目
l
日
陪
臣
誤
。
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こ
の
琉
文
は
本
節
O
の
例
と
同
様
の
構
成
で
あ
り
、
前
半
で
引
用
し
た
服
度

の
『
左
侍
注
』
が
、
『
周
穏
』
の
記
述
と
合
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
解
説
し
た

後
、
「
服
君
誤
」
　
と
し
て
、
あ
っ
さ
り
と
退
け
た
か
に
見
え
る
【
③
〕
。

e
儀
穏
注
疏
　
(
u
?
-
u
a
有
司
徹
)

[
疏
]
注
内
子
至
干
賓
○
稗
日
、
案
特
牲
主
婦
設
蓮
者
、
士
妻
卑
也
。
案
上
戸
輿

主
人
蓮
、
皆
主
婦
設
之
。
至
此
祝
不
便
主
婦
、
而
使
宰
夫
設
蓮
、
故
云
　
「
祝
賎

使
官
可
也
」
。
案
種
記
注
　
「
内
子
卿
妻
」
、
引
春
秋
　
「
超
姫
請
逆
叔
随
以
鳥
内

子
」
、
註
卿
妻
鳥
　
「
内
子
」
。
今
此
下
大
夫
妻
得
稀
　
「
内
子
」
　
者
、
欲
見
此
下

大
夫
妻
、
於
祝
不
薦
蓮
、
兼
兄
上
大
夫
妻
亦
不
薦
蓮
、
故
欒
言
　
「
内
子
」
　
也
。

同
日
圃
刻
下
大
夫
妻
亦
得
鳥
「
内
子
」
也
。
云
「
自
宰
夫
薦
至
賓
羞
播
、
亦
異

干
賓
」
者
、
少
牢
主
婦
献
祝
亦
無
蓮
播
従
一
事
、
此
有
蓮
播
従
者
、
亦
異
干
賓

也
【
⑥
〕
。

こ
の
例
で
は
、
「
散
文
」
　
の
用
法
と
併
用
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
「
戎
可
」
　
は
疏
文
が
複
雑
な
考
証
を
経
た
後
に
、
一
転
し
て
単
純
化
す

る
方
向
に
進
む
用
法
で
あ
っ
た
。

な
お
『
周
易
正
義
』
と
『
毛
詩
正
義
』
に
は
そ
の
用
例
が
無
く
、
『
五
経
正

義
』
以
外
で
は
、
『
穀
梁
疏
』
に
若
干
数
見
出
せ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
例
の
み

挙
げ
よ
う
。

秋
、
今
箔
氏
以
作
春
秋
然
後
麟
至
者
、
以
麟
是
神
整
之
物
、
非
聖
不
壊
、
故
論

語
云
「
鳳
鳥
不
至
、
河
不
出
園
、
吾
巳
英
夫
」
、
穏
器
云
　
「
升
中
於
天
而
鳳
皇

降
、
亀
龍
偶
」
、
公
羊
侍
日
　
「
麟
有
王
者
則
至
」
、
援
神
契
日
　
「
徳
至
鳥
獣
則

麒
麟
穣
」
、
是
非
有
明
王
、
則
五
霞
不
至
也
。
昔
孔
子
之
世
、
周
室
陵
遅
、
天

下
喪
乱
、
堂
有
神
塵
之
物
無
故
而
自
来
。
明
鳥
仲
尼
脩
春
秋
、
麟
應
而
至
也
。

然
則
仲
尼
並
脩
六
萎
、
何
故
不
致
諸
瑞
者
、
先
儒
鄭
玄
・
貿
蓮
之
徒
以
烏
、
仲

尼
脩
春
秋
、
約
之
以
周
種
、
脩
母
致
子
、
故
濁
得
麟
也
。
日
り
仲
尼
脩
六
琴

不
可
五
重
倶
来
、
偶
然
麟
應
、
餞
不
至
也
。

六
　
今
知
不
然
者
　
(
知
不
然
者
)

前
稿
(
一
)
第
二
節
で
　
「
今
制
定
知
不
然
者
」
と
い
う
表
現
を
取
り
挙
げ
た

が
、
「
制
定
」
　
を
省
略
し
た
形
が
　
「
今
知
不
然
者
」
　
で
あ
る
。

0
左
侍
注
疏
　
(
〓
,
○
合
田
公
元
年
伝
)

【
伝
】
辛
廓
占
之
、
日
吉
。
【
注
】
辛
靡
晋
大
夫
。

[
琉
]
注
辛
廓
曹
大
夫
○
正
義
日
、
杜
云
　
「
辛
廓
晋
大
夫
」
、
則
以
畢
萬
笠
仕
、

在
菅
國
而
笠
。
劉
焙
云
　
「
若
在
菅
國
而
笠
、
何
得
云
『
笠
仕
於
音
』
。
又
辛
甲
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・
辛
有
並
是
用
人
、
何
故
辛
靡
菊
島
晋
大
夫
」
。

侍
以
畢
萬
是

⑳
穀
梁
注
疏
　
(
序
・
【
さ
)

[
疏
]
先
王
至
春
秋
○
澤
口
、
「
先
王
」
謂
文
武
。
言
仲
尼
脩
春
秋
、
貴
仁
重
徳
、

崇
道
抑
邪
、
弘
大
先
王
之
道
、
麟
感
化
而
至
。
杜
預
解
左
氏
以
鳥
獲
麟
而
作
春

畢
國
子
孫
、
今
乃
笠
仕
於
晋
、
言
「
於
晋
」
以
封
畢
耳
、
非
謂
定
時
在
他
國
也
。

案
昭
十
五
年
俸
云
　
「
及
辛
有
之
二
子
董
之
音
。
於
是
乎
有
蓋
史
」
、
注
云
　
「
辛

有
周
人
、
二
子
通
音
盛
大
史
」
、
則
辛
氏
錐
出
於
周
、
枝
流
於
菅
。
劉
絃
用
服

氏
之
説
、
以
鳥
　
「
畢
萬
在
周
、
笠
仕
於
晋
」
、
又
以
　
「
菅
國
不
得
有
姓
辛
」
、

而
規
杜
過
、
其
義
非
也
。
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正
義
に
日
く
、
杜
預
が
「
辛
廓
は
晋
の
大
夫
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
畢
万
が
仕
え
る
の
を
宏
し
た
こ
と
を
、
晋
国
に
居
て
笠
し

た
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
劉
弦
は
「
も
し
も
晋
国
に
居

て
笠
し
た
も
の
な
ら
ば
、
な
ん
で
『
晋
に
仕
へ
ん
こ
と
を
笠
す
』
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
辛
甲
・
辛
有
は
と
も
に
周
人
で
あ
る
の
に
、

な
ん
で
辛
摩
だ
け
が
晋
の
大
夫
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
用
法
は
他
の
『
五
経
正
義
』
中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
わ
ず

か
に
『
穀
梁
侍
琉
』
に
二
例
見
出
す
ば
か
り
で
あ
る
。
該
当
部
分
の
み
を
以
下

に
引
用
す
る
。

今
そ
う
で
な
い
こ

カ

る
の
は

《
伝
》
は
、
畢
万
が
　
(
周
の
分
家
で

あ
る
)
畢
の
国
の
子
孫
で
あ
り
、
今
は
じ
め
て
「
晋
に
仕
へ
ん
こ
と
を
笠
」
.
.

し
た
の
で
　
「
於
晋
」
と
述
べ
て
、
「
畢
」
　
に
対
比
し
た
に
過
ぎ
ず
、
笠
し

た
時
に
他
国
に
居
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ゆ

考
え
る
に
、
昭
公
十
五
年
伝
に
「
辛
有
の
二
子
〔
次
子
〕
の
蓋
、
晋
に
如

く
。
是
に
於
て
か
董
史
有
り
」
と
い
い
、
注
に
「
辛
有
は
周
人
、
二
子
は

晋
に
如
き
て
大
史
と
為
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
辛
氏

は
周
に
出
自
す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
晋
に
枝
分
か
れ
し
た
の
で
あ
る
。

劉
焙
が
服
氏
の
説
を
採
用
し
て
、
「
畢
万
が
周
に
在
っ
て
、
晋
に
仕
え
ん

こ
と
を
笠
し
た
も
の
」
だ
と
見
な
し
、
「
晋
国
に
辛
を
姓
と
す
る
も
の
は

有
り
え
な
い
」
と
し
て
杜
預
の
過
失
を
規
正
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味

は
間
違
い
で
あ
る
。

こ
の
例
に
お
い
て
は
、
杜
預
を
批
判
す
る
劉
焙
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
今
知
不

然
者
」
と
し
て
反
批
判
す
る
こ
と
、
「
今
制
定
知
不
然
者
」
と
同
様
の
用
法
で

あ
る
〔
⑤
)
。
ち
な
み
に
『
春
秋
正
義
』
中
に
は
、
右
の
例
を
含
め
て
全
部
で
四

二
例
見
出
し
得
る
よ
う
に
、
そ
の
数
は
「
今
制
定
知
不
然
者
」
よ
り
も
は
る
か

に
多
い
。

e
穀
染
侍
疏
　
(
O
P
O
等
隠
公
五
年
)

九
月
至
之
宮
○
澤
口
、
…
…
松
陣
・
医
低
、
妾
子
房
君
、
其
母
得
同
夫
人
之
積
。

田
穀
染
田
田
四
日
、
喪
服
記
云
「
公
子
鳥
其
母
練
冠
麻
衣
横
線
、
既
葬
、
除
之
」
、

侍
日
「
何
以
不
在
五
服
之
中
也
。
君
之
所
不
服
、
子
亦
不
敢
服
也
」
、
脚
匝
云

「
公
子
、
君
之
庶
子
」
、
是
貴
賎
之
序
、
嫡
庶
全
別
、
安
得
庶
子
鳥
君
、
即
同

嫡
夫
人
乎
。
故
障
抒
以
鳥
「
於
子
祭
、
於
孫
止
」
。

◎
穀
梁
侍
琉
(
〓
・
0
古
文
公
十
一
年
)

[
疏
]
日
古
至
詩
也
○
滞
日
、
匿
以
春
秋
本
臼
不
應
書
経
、
何
詩
之
有
。
際
以

r
不
重
創
」
鳥
詩
、
其
理
非
也
。
田
団
匝
四
日
、
以
長
秋
兄
弟
更
害
中
国
、
禍

害
鳥
探
、
得
臣
能
立
功
於
一
時
、
而
標
名
於
萬
代
、
其
庸
大
兵
。
若
其
不
語
、

何
以
不
書
。
且
晋
獲
藤
子
、
尚
書
於
経
、
魯
獲
長
秋
、
棄
而
不
録
、
詳
内
略
外

之
義
、
豊
其
然
哉
。
知
　
「
内
諌
」
之
言
、
鳥
得
其
寅
也
。

さ
て
『
春
秋
正
義
』
中
の
四
二
例
の
　
「
今
知
不
然
者
」
　
は
劉
絃
説
批
判
が
全

て
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
中
に
は
、
劉
姥
が
服
虚
説
を
踏
ま
え
た
も
の
三
例
を

含
ん
で
い
る
。
「
今
知
不
然
者
」
が
『
春
秋
正
義
』
に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る

と
す
る
と
、
『
春
秋
正
義
』
が
基
づ
い
た
劉
絃
『
春
秋
述
議
』
が
、
そ
れ
だ
け

杜
頭
注
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
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ま
た
、
こ
の
　
「
今
知
不
然
者
」
　
の
　
「
今
」
字
を
省
略
し
て
　
「
知
不
然
者
」
と

い
う
表
現
を
取
る
場
合
が
あ
り
、
『
春
秋
正
義
』
中
に
は
一
〇
例
見
え
る
。
原

文
の
み
で
あ
る
が
、
一
例
挙
げ
る
。

●
左
侍
注
疏
　
(
O
u
・
〇
旨
＼
O
F
桓
公
二
年
経
)

【
伝
】
　
二
年
、
春
、
王
正
月
、
戊
申
、
宋
督
就
其
君
輿
夷
及
其
大
夫
孔
父

【
注
】
稀
督
以
裁
、
罪
在
督
也
。
孔
父
科
名
者
、
内
不
能
治
其
関
門
、
外
取
怨

於
民
、
身
死
而
禍
及
其
君
　
〔
督
と
嘱
し
て
以
て
就
す
る
は
、
罪
督
に
在
れ

ば
な
り
。
孔
父
に
名
を
稀
す
る
は
、
内
は
其
の
関
門
を
治
む
る
能
は
ず
、
外
は

怨
を
民
に
取
り
、
身
は
死
し
て
禍
を
ば
其
の
君
に
及
ぼ
せ
ば
な
り
〕
。

注
稀
督
至
其
君
○
正
義
日
、
宣
四
年
侍
例
日
「
斌
君
稀
君
、
君
無
道
也
。
稀
臣

臣
之
罪
也
」
、
故
知
「
稀
督
以
鵜
罪
在
督
也
」
。
…
…
杜
既
以
「
孔
父
」
盛
名
、
因

論
鳥
罪
之
状
。
「
内
不
能
治
其
開
門
」
、
使
妻
行
於
路
、
令
華
督
見
之
。
「
外
取

怨
於
民
」
、
使
君
敷
攻
戦
、
而
國
人
恨
之
。
「
身
死
而
禍
及
其
君
」
、
故
書
名
以

罪
孔
父
也
。
繹
例
日
「
…
…
」
、
是
以
孔
父
行
無
可
善
、
書
名
罪
之
也
。
案
松

陣
・
際
及
胱
臓
皆
以
善
孔
′
父
而
書
字
。
回
田
闘
開
園
、
案
「
宋
人
殺
其
大
夫
司

馬
」
、
侍
稀
「
握
節
以
死
、
故
書
其
官
」
。
又
「
宋
人
殺
其
大
夫
」
、
侍
以
鳥
無
罪

不
書
名
。
今
孔
父
之
死
、
侍
無
善
事
、
故
杜
氏
之
意
、
以
父
島
名
。
言
若
賓
侯

緑
父
・
采
公
玄
父
之
等
、
父
既
是
名
、
孔
則
鳥
氏
。
猶
仇
牧
・
筍
息
被
殺
、
皆
書

名
氏
。
蓋
孔
父
先
世
以
孔
鳥
氏
、
故
侍
云
「
督
攻
孔
氏
也
」
。
婦
人
之
出
、
種
必

部
蔽
其
面
。
孔
父
妻
行
、
令
人
見
其
色
美
、
是
「
不
能
治
其
閉
門
」
。
又
瘍
公
之

好
攻
戦
、
孔
父
須
伏
死
而
事
、
乃
従
君
之
非
、
是
「
取
怨
於
百
姓
」
。
事
由
孔
父
、

遂
禍
及
其
君
、
似
公
子
比
籾
立
加
耗
君
之
罪
。
杜
君
積
累
其
悪
、
故
以
書
名
貴

之
。
劉
君
不
達
此
旨
、
妄
鳥
規
過
非
也
。

こ
の
例
も
、
劉
煙
が
『
公
羊
伝
』
・
『
穀
染
伝
』
　
の
主
張
を
踏
ま
え
て
杜
預

を
批
判
⊥
た
も
の
を
、
唐
人
が
再
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
　
「
知
不
然
者
」
　
と
い
う
表
現
は
『
尚
書
正
義
』
に
四
例
、
『
毛
詩
正

義
』
に
一
〇
例
、
『
穏
記
正
義
』
に
一
例
、
そ
し
て
『
穀
染
伝
琉
』
に
一
例
見

出
せ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
一
例
の
み
引
用
し
よ
う
。

e
尚
書
正
義
　
(
-
ア
巴
a
呂
刑
)

○
停
一
人
至
植
宜
○
正
義
日
、
「
一
人
有
二
罪
、
則
之
重
而
軽
井
敷
」
　
者
、
謂

若
一
人
有
二
罪
、
則
應
雨
罪
倶
治
。
今
惟
断
獄
以
重
條
、
而
軽
者
不
更
別
敷
、

輿
重
井
敷
島
一
。
蜘
匿
以
鳥
「
上
刑
遠
軽
、
下
刑
通
重
、
皆
以
鳥
一
人
有
二
罪
。

上
刑
遠
軽
者
、
若
今
律
重
罪
應
煩
、
軽
罪
應
居
作
官
営
者
、
以
居
作
官
昔
鳥
重
、

是
鳥
上
刑
適
軽
。
下
刑
適
宜
者
、
謂
若
二
者
倶
是
戚
罪
、
罪
従
重
科
、
軽
戚
亦

億
、
是
烏
而
軽
井
敷
也
」
。
四
日
回
田
、
案
経
既
言
「
下
刑
通
重
、
上
服
」
、

則
是
重
上
服
而
巳
、
何
得
点
権
威
亦
備
。
又
今
律
云
　
「
重
罪
鷹
煩
、
軽
重
應
居

作
官
昔
者
、
以
居
作
官
営
盛
重
」
者
、
此
即
是
下
刑
適
重
之
條
、
而
以
鳥
上
刑

遠
軽
之
例
、
賓
鳥
未
允
。
且
孔
停
下
綬
始
云
二
人
有
二
罪
」
、
則
上
脛
所
云
、

非
一
人
有
二
罪
者
也
。
脚
陪
妄
鳥
其
説
、
故
今
不
従
。
.

e
毛
詩
正
義
　
(
-
?
T
O
-
a
大
雅
・
文
王
)

○
停
受
命
至
周
邦
○
正
義
日
、
…
…
又
案
三
統
之
術
、
魯
隠
公
元
年
、
歳
在
巳

未
、
其
年
前
憲
公
之
末
年
、
歳
在
戊
午
。
計
文
王
受
命
、
是
戊
午
之
年
。
下
至

憲
公
末
年
、
六
復
戊
午
、
昔
三
百
六
十
年
兵
。
而
維
師
謀
注
云
「
敦
文
王
受
命
、

至
魯
公
未
年
、
三
百
六
十
五
歳
、
又
鰊
五
年
」
者
、
本
唯
云
「
三
百
六
十
」
耳
。
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學
者
多
聞
周
天
三
百
六
十
五
度
、
因
誤
而
加
。
編
校
諸
本
、
則
無
「
五
」
字
也
。

陵
似
匿
「
文
王
再
受
天
命
、
入
戊
午
前
二
十
四
年
受
洛
書
、
二
十
九
年
受
丹
書
」
。

若
如
此
説
、
於
易
緯
之
文
、
上
下
符
合
、
於
中
侯
之
注
年
数
又
同
。
必
田
開
園

日
、
以
識
緯
所
言
、
文
王
之
事
最
烏
詳
悉
、
若
赤
鳥
之
外
、
別
有
洛
命
、
則
應

有
文
言
之
、
今
未
有
聞
焉
、
明
其
無
也
。
所
論
園
書
、
莫
過
中
侯
、
而
我
應
及

維
師
謀
、
皆
説
文
王
之
事
、
只
言
赤
雀
丹
書
、
不
言
更
有
所
命
詳
。
輸
諸
緒
、

其
辞
亦
然
。

は
隋
の
劉
樽
・
劉
姥
の
い
ず
れ
か
不
明
で
あ
る
【
⑥
〕
。
し
か
し
『
尚
書
正
義
』

が
二
劉
の
『
尚
書
述
議
』
を
、
そ
し
て
『
穏
記
正
義
』
が
皇
侃
の
『
穏
記
義
疏
』

を
そ
れ
ぞ
れ
稿
本
に
し
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
知
不
然
者
」

と
い
う
表
現
は
、
旧
疏
を
批
判
す
る
唐
人
『
正
義
』
の
文
章
で
あ
る
場
合
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。

⑳
稽
記
正
義
　
(
巴
⊥
q
a
穏
運
)

O
「
薦
其
播
衆
」
者
、
謂
熔
肉
炎
肝
。
案
特
牲
種
、
主
人
厭
戸
、
賓
長
以
肝
従
、

主
婦
麒
戸
、
賓
長
以
播
従
、
則
此
君
薦
之
用
焚
也
。
夫
人
薦
用
播
」
是
也
。
陸

唾
万
「
播
謂
薦
執
之
時
、
購
斎
合
馨
蒋
」
。
四
日
四
日
U
、
案
詩
楚
茨
云
「
或
烙

或
衆
」
、
鄭
云
　
「
播
播
肉
也
。
爽
肝
炎
也
」
、
則
知
此
播
衆
亦
然
、
皇
説
非
也
。

君
輿
夫
人
交
歓
、
第
一
君
献
、
第
二
夫
人
厭
、
第
三
君
献
、
第
四
夫
人
献
、
是

君
輿
夫
人
交
錯
而
戯
也
。

e
穀
染
侍
琉
　
(
0
7
0
-
a
隠
公
第
一
)

[
琉
]
春
秋
至
第
一
〇
滞
日
、
「
春
秋
」
　
者
此
書
之
大
名
。
博
之
解
経
、
随
條
即

将
、
故
冠
大
名
於
上
也
。
名
目
　
「
春
秋
」
者
、
以
史
官
編
年
記
事
、
年
有
四
時

之
序
、
春
先
於
夏
、
秋
先
於
冬
、
故
學
「
春
秋
」
二
字
、
以
包
之
。
匿
随
云
「
取

法
陰
陽
之
中
」
。
四
日
四
日
、
以
孝
繹
云
「
春
秋
祭
輿
以
時
思
之
」
、
豊
是

取
法
陰
陽
之
中
、
故
知
非
也
。

右
の
挙
例
の
う
ち
、
⑳
の
「
皇
氏
」
は
梁
の
皇
侃
で
あ
る
が
、
e
の
「
劉
君
」

七
　
斯
不
然
真

上
節
「
知
不
然
者
」
と
類
似
し
た
も
の
に
「
斯
不
然
兵
」
と
い
う
表
現
も
『
五

経
正
義
』
中
に
は
少
な
か
ら
ず
見
出
せ
る
。

●
春
秋
正
義
　
(
O
P
-
ぎ
・
b
隠
公
二
年
伝
)

【
伝
】
書
目
、
鄭
伯
克
段
干
郡
、
段
不
弟
、
故
不
言
弟
。
如
二
君
、
故
日
克
。

稀
鄭
伯
、
讃
失
教
也
。
謂
之
鄭
志
。
不
言
出
奔
、
難
之
也
。

【
注
】
侍
言
夫
子
作
春
秋
、
改
啓
史
以
明
義
、
不
早
島
之
所
、
而
養
成
其
悪
、

故
日
失
教
。
段
貫
出
奔
、
而
以
克
鳥
文
、
明
鄭
伯
志
在
於
殺
、
難
言
其

奔
　
〔
侍
は
夫
子
春
秋
を
作
る
に
、
者
史
を
改
め
て
以
て
義
を
明
ら
か
に
す
る

を
言
ふ
。
早
く
之
が
所
を
鳥
さ
ず
し
て
、
其
の
憲
を
養
成
す
、
故
に
　
「
矢
数
」

と
日
ふ
。
段
は
賞
に
出
奔
す
る
に
、
而
も
　
「
克
」
　
を
以
て
文
を
焦
す
は
、
鄭
伯

の
志
は
殺
に
在
り
て
、
其
の
奔
と
言
ふ
を
難
し
と
す
る
を
明
ら
か
に
す
〕
。

注
侍
言
至
其
奔
○
正
義
日
、
経
皆
孔
子
所
書
、
此
事
特
言
「
書
目
」
、
必
走
者

文
不
然
。
夫
子
始
然
、
故
知
博
之
此
辞
、
「
言
夫
子
作
春
秋
、
改
酋
史
以
明
義
」

也
。
「
克
」
　
者
戦
勝
獲
賊
之
名
。
公
伐
諸
部
、
段
即
奔
共
、
既
不
交
戦
、
亦
不

獲
段
、
段
賞
出
奔
而
以
　
「
克
」
鳥
文
者
、
此
非
夫
子
之
心
、
謂
是
鄭
伯
本
志
不
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欲
言
其
出
奔
、
発
言
其
奔
、
志
在
於
殺
、
故
夫
子
承
其
本
志
而
書
「
克
」
也
。

鄭
伯
之
於
段
也
、
以
其
母
所
鍾
愛
、
順
母
私
情
、
分
之
大
邑
、
窓
其
柴
寵
、
安

無
殺
心
。
但
大
叔
無
義
、
侍
寵
額
盈
、
若
微
加
裁
定
、
則
恐
傷
母
意
。
故
祭
仲

欲
早
島
之
所
、
子
封
請
往
除
之
、
公
皆
不
許
、
是
其
無
殺
心
也
。
言
　
「
必
自

製
」
、
「
厚
烙
崩
」
者
、
止
謂
自
損
其
身
、
不
言
悪
其
能
事
園
。
及
共
謀
欲
襲

鄭
、
禍
絡
逼
身
、
自
念
友
愛
之
深
、
遂
起
切
心
之
恨
、
由
是
「
志
在
必
殺
、
難

言
出
奔
」
。
此
時
始
有
殺
心
、
往
前
則
無
殺
意
。
侍
稀
「
公
日
、
姜
氏
欲
之
、

焉
辟
害
」
、
詩
序
日
　
「
不
勝
其
母
、
以
害
其
弟
」
、
経
日
　
「
父
母
之
言
、
亦
可

畏
也
」
、
是
迫
於
母
命
、
不
得
裁
之
、
非
欲
待
其
悪
成
、
乃
加
諌
敏
也
。
厩
腰

云
　
「
公
本
欲
養
成
其
慈
而
加
誅
、
使
不
得
生
出
、
此
鄭
伯
之
志
意
也
」
、
言
鄭

伯
本
有
殺
意
、
放
鳥
養
成
其
悪
、
田
"
四
日
。
侍
日
「
稀
鄭
伯
、
讃
失
教
也
」
、

止
貴
鄭
伯
失
於
教
諭
之
道
、
不
謂
鄭
伯
元
有
殺
害
之
心
。
若
従
本
以
爽
即
謀
殺

害
、
乃
是
故
相
屠
滅
、
何
止
失
敏
之
有
。
且
君
之
討
臣
、
退
其
萌
漸
、
悪
堆
朱

就
、
足
得
誅
之
、
何
須
待
其
悪
成
、
方
始
殺
害
。
哩
吉
本
意
欲
殺
、
乃
是
誕
鄭

伯
也
。
脚
匪
云
「
以
『
克
』
鳥
文
、
非
其
寮
状
、
故
停
解
之
、
『
謂
之
鄭
志
』
。

言
仲
尼
之
意
、
書
『
克
』
者
謂
是
鄭
伯
本
志
也
。
注
又
申
解
停
意
、
言
『
鄭
伯

志
在
於
殺
』
、
心
欲
其
克
、
『
難
言
其
奔
』
、
故
仲
尼
書
『
克
』
不
審
『
奔
』
、

如
鄭
伯
之
志
鳥
文
、
所
以
悪
鄭
伯
也
」
。

正
義
に
日
く
、
経
文
は
す
べ
て
孔
子
の
書
い
た
も
の
な
の
に
、
こ
の
事
件

に
つ
い
て
特
に
　
「
書
し
て
日
く
」
　
と
い
う
か
ら
に
は
、
き
っ
と
旧
文
が
そ

う
で
は
な
か
っ
た
が
、
夫
子
が
始
め
て
改
め
て
そ
う
し
た
の
で
、
伝
文
の

こ
の
表
現
は
、
「
夫
子
《
春
秋
》
を
作
る
に
、
旧
史
を
改
め
て
以
て
義
を

明
ら
か
に
す
る
を
言
」
　
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

「
克
」
　
と
は
、
戦
い
に
勝
ち
賊
を
獲
え
る
と
い
う
意
味
。
鄭
公
が
段
を
部

の
町
に
伐
ち
、
段
は
す
ぐ
さ
ま
共
に
出
奔
し
た
の
だ
か
ら
、
交
戦
し
た
の

で
は
な
い
う
え
に
、
段
を
獲
え
た
も
の
で
も
な
く
、
段
は
実
際
は
出
奔
し

た
の
に
　
「
克
」
　
と
表
現
し
た
の
は
　
(
な
ぜ
か
と
い
え
ば
)
、
こ
れ
は
夫
子
の

考
え
で
は
な
く
、
鄭
伯
の
本
心
が
　
「
出
奔
」
　
と
言
う
の
を
欲
し
な
か
っ
た

も
の
で
、
「
其
の
奔
を
言
ふ
を
難
し
」
　
と
し
、
(
鄭
伯
の
)
　
「
志
は
殺
に
在
」

る
の
で
、
夫
子
は
鄭
伯
の
本
心
を
承
け
て
　
「
克
」
　
と
書
い
た
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

鄭
伯
の
段
に
対
す
る
態
度
は
、
母
が
段
を
溺
愛
す
る
の
で
、
母
の
私
情
に

順
い
、
こ
れ
に
大
邑
を
分
け
与
え
、
そ
の
寵
愛
を
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
た

も
の
で
、
実
際
に
殺
そ
う
と
す
る
気
持
ち
は
無
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
叔

た

の

　

　

き

上

う

え

い

(
段
)
　
は
道
義
心
が
無
く
、
寵
愛
を
悼
ん
で
窮
盈
　
〔
お
ご
っ
て
ほ
し
い
ま

ま
〕
　
で
あ
っ
た
が
、
も
し
ひ
そ
か
に
裁
き
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
、
母
の

気
持
ち
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
そ
の
た
め
祭
仲
が
　
「
早
く
之
れ
が

所
を
為
さ
ん
と
欲
」
　
し
た
の
で
あ
り
、
子
封
が
　
「
往
き
て
之
れ
を
除
か
ん

こ
と
を
請
」
う
た
け
れ
ど
も
、
鄭
公
が
す
べ
て
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
(
鄭

た
ふ

伯
に
)
　
殺
す
気
持
ち
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
必
ず
自
ら
祭
れ
ん
」

ヰ
ー
さ

と
か
、
「
厚
け
れ
ば
将
に
崩
れ
ん
と
す
」
　
と
い
う
の
は
、
た
だ
段
み
ず
か

ら
が
そ
の
身
を
損
な
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
だ
け
で
、
そ
の
悪
業
が

そ
こ
な

国
を
害
い
う
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
。
段
が
謀
っ
て
鄭
を
襲
撃
し

よ
う
と
し
、
禍
い
が
身
に
迫
ろ
う
と
す
る
に
及
ん
で
、
み
ず
か
ら
深
く
親

愛
の
情
を
思
う
た
が
、
そ
の
ま
ま
痛
切
な
る
恨
み
の
気
持
ち
を
起
こ
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
志
は
必
殺
に
在
り
て
、
出
奔
を
言
ふ
を
難
し
」
　
と
し

た
の
で
あ
る
。
(
つ
ま
り
)
　
こ
の
時
に
始
め
て
殺
意
を
い
だ
い
た
の
だ
か

ら
、
そ
れ
以
前
に
殺
意
は
な
か
っ
た
。
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い

づ

　

　

　

　

　

　

さ

伝
に
「
公
日
く
、
姜
氏
之
れ
を
欲
す
。
焉
く
ん
ぞ
害
を
辟
け
ん
」
と
称
し
、

た

ま
た
《
詩
》
序
　
〔
鄭
風
・
将
仲
子
〕
　
に
　
「
共
の
母
に
勝
へ
ず
、
以
て
其
の

お
そ

弟
を
害
す
」
と
い
い
、
そ
の
本
文
に
「
父
母
の
言
、
亦
た
畏
る
可
き
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
母
の
命
に
迫
ら
れ
て
弟
を
裁
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
悪
業
の
成
る
の
を
待
っ
た
う
え
で
、

そ
こ
で
誅
教
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(
し
か
る
に
)
厩
睦
は
、

公
は
も
と
も
と
彼
の
悪
を
養
成
し
て
課
を
加
え
、
生
き
た
ま
ま
で
払

奔
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
鄭
伯
の

意
志
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
鄭
伯
に
も
と
も
と
殺
意
が
有
っ
た
の
で
、
そ
の

悪
を
養
成
し
た
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
伝
に
　
「
鄭
伯
を
称
す
る
は
、
教
を
失
ふ
を
洩
る
な
り
」

と
言
う
の
は
、
た
だ
鄭
伯
が
教
誼
の
道
を
失
っ
た
こ
と
を
責
め
る
だ
け
で
、

鄭
伯
に
元
来
殺
害
し
よ
う
と
す
る
心
が
有
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
は
な

い
。
も
し
も
本
か
ら
殺
害
し
よ
う
と
謀
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ

こ
と
さ
ら
に
殺
し
合
う
こ
と
で
あ
り
、
な
ん
で
　
「
失
教
」
　
だ
け
に
止
ま
る

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
君
が
臣
下
を
討
ず
る
の
は
、
そ
の
萌
漸
　
〔
め
ば
え

き
ざ
す
〕
　
す
る
の
を
止
め
、
悪
事
が
未
だ
生
じ
て
い
な
く
と
も
、
こ
れ
を

誅
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
悪
事
が
成
る
の
を
待
っ
て
、

そ
こ
で
は
じ
め
て
殺
害
す
る
必
要
が
有
ろ
う
か
。
匿
按
が
「
も
と
も
と
か

し

ら
殺
そ
う
と
し
た
」
　
と
い
う
の
は
、
か
え
っ
て
鄭
伯
を
証
い
る
も
の
で
あ

る
。

劉
按
の
説
。
「
克
」
　
と
い
う
表
現
は
そ
の
実
状
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い

の
で
、
伝
が
こ
れ
を
解
説
し
て
、
「
之
れ
を
鄭
志
と
謂
ふ
」
　
と
い
っ
た
も

の
。
仲
尼
の
意
図
で
は
、
「
克
」
　
と
書
い
た
の
が
鄭
伯
の
本
志
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
注
が
か
さ
ね
て
伝
の
意
を
解
説
し
て
、
「
鄭
伯
の

志
は
殺
に
在
り
」
　
と
言
う
の
は
、
心
か
ら
克
つ
こ
と
を
欲
し
、
「
其
の
奔

を
言
ふ
を
難
し
」
　
と
し
た
た
め
、
仲
尼
は
　
「
克
」
　
と
書
い
て
、
「
奔
」
　
と

書
か
ず
、
鄭
伯
の
意
志
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
鄭
伯
を
に
く
む
所
以
で
も
あ
る
。

隠
公
元
年
の
有
名
な
　
「
鄭
伯
克
段
干
部
」
　
条
の
琉
文
で
あ
る
。
服
度
は
、
鄭

伯
に
も
と
も
と
弟
殺
害
の
意
志
が
あ
っ
た
も
の
と
見
な
し
、
杜
預
も
そ
の
説
に

従
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
疏
文
で
は
、
最
終
的
に
は
殺
意

を
生
じ
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
弟
の
要
求
の
ま
ま
に
従
っ
た
の
は
母
親
の

意
志
を
尊
重
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
元
来
殺
意
は
無
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
恐
ら
く
劉
絃
説
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
　
「
斯
不
然
央
」
　
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
『
毛
詩
正
義
』
で
多

用
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ

ら
が
音
・
孫
統
『
毛
詩
異
同
評
』
批
判
の
冒
頭
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
以
下
、
原
文
の
み
で
、
し
か
も
該
当
す
る
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。
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e
毛
詩
正
義
　
(
軍
も
⊥
O
a
鄭
風
・
山
有
扶
蘇

隊
厩
難
哩
石
「
…
:
こ
…
以
箋
鳥
目
相
違
戻
、
田
b
d
日
日
。
…
…

e
毛
詩
正
義
　
(
O
u
.
T
O
旨
・
〇
合
葬
譜
)

除
除
以
烏
「
…
…
」
、
回
田
田
。
…
…
昭
暫
若
此
、
復
何
所
疑
。

の
毛
詩
正
義
　
(
O
u
.
三
〇
a
賓
風
・
著
)
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隊
除
云
「
…
…
」
…
以
托
直
島
長
、
日
日
。
…
…
・
…
・
即
如
圧
随

之
言
、
…
…

e
毛
詩
正
義
(
0
チ
エ
-
a
唐
風
・
椒
聯
)

隊
厩
云
「
…
…
」
、
田
"
四
日
。
…
…
。
即
如
嘩
吉
、
桓
叔
罪
多
夫
。
詩

人
何
得
稀
其
碩
大
且
鴬
、
能
修
其
政
平
。
自
桓
叔
別
封
於
沃
、
自
走
舟
國

相
陵
、
安
得
責
其
不
臣
。

e
毛
詩
正
義
(
£
・
エ
ー
b
画
風
・
七
月
)

際
除
云
「
…
…
殆
非
作
者
之
本
旨
」
、
国
。
…
…

⑳
毛
詩
正
義
(
£
・
・
B
a
幽
風
・
破
斧
)

除
嘩
茶
「
…
…
」
、
臼
朗
国
…
…
復
何
鳥
也
。
…
…
皇
待
殺
害
王
身
、

然
後
鳥
損
傷
也
。

e
毛
詩
正
義
(
-
サ
ー
・
l
O
b
・
〓
a
小
雅
・
甫
田
)

匠
肺
云
「
…
…
」
、
王
粛
又
云
「
…
…
」
、
孫
統
云
「
…
…
」
、
皆
以
脚
説

鳥
短
、
国
。
…
…

e
毛
詩
正
義
(
-
か
ム
・
e
a
大
雅
・
皇
臭
)

故
王
粛
云
「
…
…
」
、
其
奏
云
「
…
…
」
。
侍
意
昔
然
也
。
…
…
以
此
知

持
氏
之
意
…
従
之
謀
謂
凍
叛
時
也
。
孫
硫
云
「
…
…
」
。
或
以
琉
言
鳥
毛

義
、
田
"
関
目
。
…
…

孫
統
『
毛
詩
異
同
評
』
に
つ
い
て
は
、
陸
徳
明
『
経
典
繹
文
』
叙
録
に
「
青

線
州
刺
史
孫
兢
鳥
詩
評
、
評
毛
・
鄭
・
王
粛
三
家
異
同
、
朋
於
王
」
と
説
明
す

る
よ
う
に
、
王
粛
に
左
祖
す
る
場
合
が
多
く
、
た
め
に
鄭
玄
を
祖
述
す
る
『
毛

詩
正
義
』
は
反
批
判
の
論
陣
を
張
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
右

の
諸
例
は
『
五
経
正
義
』
の
　
「
疏
不
破
注
」
と
い
う
立
場
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
　
〔
⑦
〕
。

以
上
、
「
斯
不
然
臭
」
と
い
う
表
現
は
『
毛
詩
正
義
』
に
最
も
多
く
、
全
部

で
一
六
例
、
『
春
秋
正
義
』
に
五
例
、
そ
し
て
『
尚
書
正
義
』
に
二
例
〔
⑧
】
見

出
せ
る
が
、
他
の
『
九
経
疏
』
中
に
は
見
え
ず
、
か
え
っ
て
劉
絃
『
孝
経
述
議
』

中
に
四
例
〔
⑨
〕
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
劉
絃
『
五
経
述
議
』

に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
今
知
不
然
者
」
と
い
い
、
「
斯
不
然
英
」
と
い
う
表

記
は
、
『
五
経
正
義
』
の
重
層
性
や
「
疏
不
破
注
」
と
い
う
性
格
を
示
す
表
記

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

八
　
必
知
然
者

上
記
両
節
に
取
り
挙
げ
た
　
「
今
知
不
然
者
」
・
「
斯
不
然
臭
」
　
は
、
依
拠
し

た
「
注
」
を
批
判
す
る
或
説
に
対
し
、
『
五
経
正
義
』
が
「
注
」
を
弁
護
し
て

或
説
を
再
批
判
の
論
陣
を
張
る
際
、
そ
の
冒
頭
に
述
べ
る
慣
用
句
の
ご
と
き
表

現
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
本
節
で
取
り
挙
げ
る
の
は
、
右
の
例
と
は
異
な
り
、
直
接
的

に
「
注
」
　
の
主
張
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
際
に
用
い
る
表
現
「
必
知
然
者
」
で

あ
る
。
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●
春
秋
正
義
(
O
N
・
N
旨
・
い
さ
隠
公
元
年
伝
)

【
伝
】
l
弔
生
不
及
哀

【
注
】
諸
侯
巳
上
、
既
葬
則
綬
麻
除
、
無
実
位
、
諒
闇
終
喪
。
〔
諸
侯
巳
上
は
、

さ

い

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

り

や

う

あ

ん

　

　

　

　

と

既
に
葬
れ
ば
則
ち
綬
麻
は
除
き
、
芙
位
無
く
、
諒
闇
し
て
喪
を
終
ぐ
。
〕



五経正義讃解通論(二)(野間)

注
諸
侯
至
終
喪
○
正
義
日
」
　
昭
十
五
年
俸
稀
「
穆
后
崩
、
王
既
葬
、
除
喪
。
叔

向
日
、
三
年
之
喪
、
経
費
遂
服
、
種
也
」
、
杜
云
　
「
天
子
諸
侯
除
喪
、
常
在
卒

巽
。
今
王
既
葬
而
除
、
故
讃
其
不
遂
也
」
。

案
倍
三
十
三
年
俸
云
「
卒
芙
而
耐
」
、
杜
云
「
既
葬
反
虞
則
免
喪
、
故
日
卒
巽
。

笑
止
也
」
。
如
粒
此
言
、
則
卒
異
輿
葬
相
去
非
遠
、
同
在
一
月
。
儀
穏
「
士
三

虞
」
、
則
天
子
諸
侯
皆
同
於
此
。
圀
日
、
以
卒
異
是
葬
之
繚
事
、
共
在
一

月
之
中
、
故
杜
云
「
既
葬
則
衰
麻
除
」
。

陵
云
、
既
葬
卒
突
衰
麻
除
、
以
其
相
近
故
也
。
若
接
雑
記
云
「
諸
侯
五
月
而
葬
、

七
月
而
卒
芙
」
、
中
間
既
胎
、
或
有
国
事
、
稀
競
云
何
。
是
知
葬
輿
卒
異
相
連
、

間
無
事
也
。

然
雑
記
云
「
諸
侯
五
月
而
葬
、
七
月
而
卒
巽
」
者
、
案
梓
例
日
「
穏
記
後
人
所

作
、
不
興
春
秋
同
」
、
是
随
所
不
用
也
。

「
既
葬
除
喪
」
、
唯
杜
有
此
説
。
正
以
春
秋
之
例
、
皆
既
葬
成
君
、
明
葬
是
人

君
之
大
節
也
。

正
義
に
日
く
、
昭
公
十
五
年
伝
に
　
「
穆
后
崩
ず
。
王
既
に
葬
り
、
喪
を
除

く
。
叔
向
日
く
、
三
年
の
喪
は
、
貴
L
と
錐
ど
も
服
を
遂
ぐ
る
は
穏
な
り
」

ま

さ

　

そ

つ

こ

く

と
称
し
て
お
り
、
杜
(
預
)
は
「
天
子
・
諸
侯
は
喪
を
除
け
ば
、
当
に
卒
巽

に
在
る
べ
し
。
今
王
は
既
に
葬
り
て
除
く
、
故
に
其
の
遂
げ
ざ
る
を
譲

る
な
り
」
　
と
述
べ
て
い
る
。

調
べ
て
み
る
に
、
債
公
二
十
三
年
伝
の
「
卒
其
し
て
耐
す
」
の
隆
に
、

や

「
既
に
葬
り
て
反
虞
す
れ
ば
、
則
ち
喪
を
免
る
、
故
に
卒
共
と
日
ふ
。
異
止

む
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
杜
(
預
)
　
の
こ
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
卒
異

ひ
と
つ
き

と
葬
〔
埋
葬
〕
と
は
あ
ま
り
離
れ
て
は
い
な
い
で
、
同
じ
一
月
中
に
あ
る
。

《
儀
穏
(
士
虞
礼
)
》
で
は
「
士
は
三
虞
」
　
で
あ
る
か
ら
、
天
子
・
諸
侯

も
み
な
こ
れ
に
同
様
に
す
る
。
必
ず
そ
う

る
の
は
、
「
卒
芙
」

は
葬
儀
の
余
事
で
あ
り
、
と
も
に
一
月
中
に
あ
る
の
で
、
匪
L
阪
)
は
「
既

さ
い
ま

に
葬
れ
ば
則
ち
衰
麻
除
く
」
　
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

陵
胞
で
は
、
既
に
葬
り
卒
果
し
て
衰
麻
が
除
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
相

い
接
近
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
述
べ
る
。

も
し
も
(
雑
記
)
に
「
諸
侯
は
五
月
に
し
て
葬
り
、
七
月
に
し
て
卒
果
す
」

と
い
う
記
述
に
よ
る
な
ら
、
中
間
(
に
二
ケ
月
)
が
あ
っ
て
離
れ
て
い
る
。

(
し
か
し
そ
の
間
に
)
　
国
の
大
事
が
有
れ
ば
、
そ
れ
を
何
と
呼
ぶ
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
葬
と
卒
共
は
相
連
な
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に

は
何
事
も
無
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
(
雑
記
)
　
に
　
「
諸
侯
は
五
月
に
し
て
葬
り
、
七
月
に

し
て
卒
突
す
」
と
い
う
の
は
　
(
な
ぜ
か
と
い
え
ば
)
、
調
べ
て
み
る
に
、
《
釈

例
》
に
　
「
《
穏
記
》
は
後
人
の
作
る
所
な
れ
ば
、
《
春
秋
》
と
同
じ
か
ら

ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
杜
(
預
)
が
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
既
に
葬
れ
ば
喪
を
除
く
」
と
は
、
(
実
は
)
た
だ
随
l
h
厩
)
だ
け
が
こ

の
説
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
《
春
秋
》
の
例
で
、
す
べ
て
葬
っ
た

あ
と
に
　
(
新
た
な
)
　
君
と
成
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に

「
葬
」
　
は
人
君
の
大
節
で
あ
る
。

注
の
　
「
諒
闇
終
喪
」
と
は
、
後
世
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
杜
預
の
　
「
心
喪

三
年
」
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
さ
て
お
き
、
こ
の
疏
文
で
は
杜
預
が

ひ
と
つ
き

「
卒
異
」
と
「
埋
葬
」
と
が
同
じ
一
月
中
に
あ
る
見
な
す
理
由
を
説
明
し
、
『
稽

記
』
雑
記
篇
と
の
組
願
を
、
『
繹
例
』
の
　
「
稽
記
は
後
人
の
作
る
所
な
れ
ば
、

《
春
秋
》
と
同
じ
か
ら
ず
」
　
を
引
用
し
て
退
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
他
に
『
春
秋
正
義
』
中
に
は
二
例
見
出
せ
る
。
以
下
に
原
文
の
み
で
あ

る
が
引
用
し
よ
う
。

e
春
秋
正
義
　
(
い
い
.
N
-
b
宣
公
十
二
年
伝
)

【
伝
】
故
使
子
孫
無
忘
其
章
。

【
注
】
著
之
篇
章
、
使
子
孫
不
忘
。

注
著
之
至
不
忘
○
正
義
日
、
随
以
「
不
忘
其
章
」
、
謂
子
孫
不
忘
上
四
篇
之
詩
、

故
云
「
著
之
篇
章
、
使
子
孫
不
忘
」
。
国
、
以
文
承
「
武
王
克
商
、
作

頒
」
　
之
後
、
文
連
四
篇
詩
義
、
故
以
鳥
　
「
著
之
篇
章
」
。

脚
腫
云
「
能
有
七
徳
、
故
子
孫
不
忘
章
明
功
業
」
、
横
取
下
文
「
京
観
」
鳥
無

忘
其
章
明
武
功
、
以
規
睦
夫
、
非
也
。

◎
春
秋
正
義
　
(
A
T
N
u
a
・
b
昭
公
元
年
伝
)

【
伝
】
十
一
月
、
己
酉
、
公
子
園
至
入
間
王
疾
、
総
而
戟
之
。

【
注
】
縫
紋
也
。
孫
卿
日
以
冠
櫻
絞
之
。
長
歴
推
、
己
酉
十
二
月
六
日
。
経
停

皆
言
十
一
月
、
月
誤
也
。

注
総
絞
至
誤
也
○
正
義
日
、
「
孫
卿
」
　
姓
苛
、
名
説
。
著
書
一
部
名
筍
卿
子
。

漠
宣
帝
詩
魂
、
故
輪
島
「
孫
」
　
也
。
下
有
「
十
二
月
甲
辰
朔
」
、
甲
辰
後
五
日

得
己
酉
、
故
杜
以
長
歴
推
、
己
酉
是
十
二
月
六
日
、
而
此
郊
放
之
卒
、
脛
侍
皆

云
「
十
一
月
己
酉
」
、
胱
謂
「
十
一
月
誤
」
者
、
止
謂
十
一
月
不
得
有
己
酉
、

以
己
酉
島
誤
、
十
一
.
月
非
誤
也
。
田
関
関
田
、
若
以
鳥
「
十
二
月
己
酉
」
、
則

六
日
己
酉
、
子
干
奔
晋
、
至
晋
猶
見
超
孟
、
七
日
庚
戊
、
趨
孟
卒
、
便
是
日
相

切
迫
、
無
相
見
之
理
、
故
知
　
「
十
一
月
」
鳥
是
、
「
己
酉
」
鳥
誤
。

脚
陀
以
烏
「
杜
云
誤
者
、
以
十
一
月
島
誤
。
昔
云
十
二
月
」
而
規
杜
氏
、
非
也
。

脚
瞳
規
云
「
埠
言
十
一
月
誤
、
富
岳
十
二
月
。
案
下
文
超
孟
庚
成
卒
、
彼
是
郊

放
今
日
死
、
超
孟
明
日
卒
、
則
子
干
奔
晋
、
不
得
見
超
孟
、
而
議
其
祓
、
故
謂

十
一
月
是
、
己
酉
字
誤
也
」
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
春
秋
正
義
』
が
依
拠
し
た
　
「
注
」
　
す
な
わ
ち
杜
預
説

の
妥
当
性
を
説
明
す
る
文
章
の
冒
頭
に
冠
せ
ら
れ
た
用
法
で
あ
る
。

他
の
『
五
経
正
義
』
で
は
、
『
尚
書
正
義
』
に
二
例
、
『
毛
詩
正
義
』
に
二

例
、
『
穏
記
正
義
』
に
〓
一
例
、
そ
し
て
『
公
羊
琉
』
に
一
例
見
出
せ
る
。
『
穏

記
正
義
』
に
そ
の
用
例
が
多
い
が
、
今
、
そ
れ
ぞ
れ
原
文
の
み
一
例
ず
つ
挙
げ

る
。

●
尚
書
正
義
　
(
3
.
-
O
b
・
〓
a
舜
典
)

侍
東
岳
至
子
男
○
正
義
日
、
四
時
各
至
其
方
岳
、
望
祭
其
方
岳
山
川
、
故
云
「
東

岳
諸
侯
境
内
名
山
大
川
如
其
秩
次
望
祭
之
」
也
。
言
秩
次
而
祭
、
知
編
於
軍
神
、

故
云
　
「
五
岳
牲
超
視
三
公
、
四
漬
視
諸
侯
、
其
餞
視
伯
子
男
」
也
。
其
尊
卑
所

視
、
王
制
及
書
博
之
文
、
「
牲
穏
」
　
二
字
、
孔
増
之
也
。
諸
侯
玉
等
、
三
公
馬

上
等
、
諸
侯
畠
中
等
、
伯
子
男
爵
下
等
、
則
所
言
「
諸
侯
」
惟
謂
侯
爵
者
耳
。

其
言
所
視
、
蓋
視
其
祭
祀
。
祭
五
岳
如
祭
三
公
之
種
、
祭
四
漬
如
祭
諸
侯
之
種
、

祭
山
川
如
祭
伯
子
男
之
超
。
公
侯
伯
子
男
尊
卑
既
有
等
級
、
其
祭
穏
必
不
同
。

但
古
典
亡
滅
、
不
可
復
知
。
際
注
書
停
云
「
所
視
者
謂
其
牲
幣
菜
盛
蓮
豆
爵

献
之
敦
」
。
案
玉
等
諸
侯
適
天
子
、
皆
膳
用
太
牢
、
種
諸
侯
祭
皆
用
太
牢
、
無

上
下
之
別
。
又
大
行
人
云
「
上
公
九
献
、
侯
伯
七
飲
、
子
男
五
麒
」
。
掌
客
「
上

公
賓
鯨
九
牢
、
殆
五
牢
、
侯
伯
蜜
鯨
七
牢
、
殆
四
牢
、
子
男
愛
鯨
五
牢
、
殆
三

牢
。
又
上
公
豆
四
十
、
侯
伯
三
十
二
、
子
男
二
十
四
、
並
伯
輿
侯
同
。
又
鄭
注
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穏
器
「
四
望
」
　
「
五
飲
」
、
接
此
詩
文
、
輿
吼
侍
・
王
制
不
同
者
、
掌
客
行
人

目
是
周
法
、
吼
輿
王
制
先
代
之
種
。
図
四
四
日
、
以
周
穏
侯
輿
伯
同
、
公
羊
及

左
氏
倖
皆
以
公
馬
上
、
伯
子
男
爵
下
、
是
其
異
也
。

e
毛
詩
正
義
　
(
-
ナ
い
.
〇
ざ
小
雅
・
賓
之
初
延
)

箋
射
夫
至
之
功
○
正
義
日
…
…
今
此
機
云
「
既
比
衆
稿
乃
誘
射
、
射
者
乃
登
堂

而
射
、
各
奏
其
接
矢
中
的
之
功
」
、
言
「
比
衆
柄
」
文
在
「
誘
射
」
之
上
、
「
誘

射
」
之
下
始
云
「
登
堂
而
射
」
、
故
知
衆
綱
非
如
大
射
之
衆
掲
也
。
圀
回
関
り
、

射
以
正
偶
鳥
主
、
故
穏
定
其
尊
卑
之
敷
、
其
鰊
衆
頼
挽
痢
末
而
巳
。
蜘
何
首
舎

其
正
絹
而
言
及
衆
平
。
正
以
六
柄
非
一
、
故
稀
　
「
衆
」
　
也
。
言
　
「
誘
射
」
者
、

大
射
注
云
　
「
誘
教
也
。
夫
子
循
循
然
善
誘
人
」
。

e
超
記
正
義
　
(
-
P
-
旨
・
-
含
王
制
)

天
子
至
於
寝
○
正
義
日
、
此
一
節
明
天
子
以
下
立
廟
多
少
不
同
之
事
。
各
随
文

解
之
。
○
注
此
周
至
而
巳
○
正
義
日
、
脚
低
之
意
、
天
子
立
七
廟
唯
謂
周
也
。

園
田
開
園
日
、
按
種
緯
稽
命
徴
云
…
…
脚
接
此
鳥
説
、
故
謂
七
廟
周
制
也
。

⑳
公
羊
疏
　
(
N
?
-
ざ
定
公
十
五
年
伝
)

注
据
魯
至
正
也
○
解
云
、
即
成
十
七
年
俸
云
「
然
則
郊
昂
用
、
郊
用
正
月
上
辛
」
、

何
氏
云
　
「
魯
郊
博
卜
春
三
月
、
言
正
月
者
、
国
見
百
王
正
所
常
用
也
」
。
億
三

十
一
年
注
云
「
武
王
既
没
、
成
王
幼
小
、
周
公
居
掻
、
行
天
子
事
、
制
穏
作
欒
、

致
太
平
、
有
王
功
。
周
公
亮
、
成
王
以
王
穏
葬
之
、
命
魯
使
郊
以
彰
周
公
之
徳
、

非
正
、
故
上
三
卜
吉
則
用
之
、
不
吉
則
免
牲
」
者
、
是
其
魯
郊
博
卜
春
三
正
之

之
義
也
。
何
氏
図
四
四
日
、
正
以
哀
元
年
穀
梁
侍
云
　
「
郊
自
正
月
至
千
三
月
、

郊
之
時
、
夏
四
月
郊
、
不
時
、
五
月
郊
、
不
時
」
　
之
文
也
。

八
　
其
意
言
(
其
意
謂
・
其
意
以
烏
)

前
節
の
　
「
必
知
然
者
」
　
は
、
『
五
経
正
義
』
が
依
拠
し
た
　
「
注
」
　
の
妥
当
性

を
説
明
す
る
疏
文
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
が
、
本
節
で
は
こ
れ
と

関
連
し
て
、
以
下
に
　
「
其
意
言
」
　
と
い
う
用
法
を
取
り
挙
げ
る
。

た
だ
、
「
必
知
然
者
」
　
が
お
お
む
ね
依
拠
し
た
　
「
注
」
　
を
意
識
し
た
表
現
で

あ
る
の
に
対
し
、
「
其
意
言
」
　
は
、
特
に
　
「
注
」
　
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
広

く
『
五
経
正
義
』
が
引
用
し
た
文
献
の
意
味
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
た
り
、

敷
術
し
て
述
べ
る
際
、
そ
の
発
端
に
用
い
る
表
現
で
あ
る
。
後
掲
の
表
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
『
春
秋
正
義
』
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
例
の
み

挙
げ
よ
う
。
桓
公
二
年
伝
の
条
で
あ
る
。

●
左
侍
注
疏
　
(
○
切
・
S
a
桓
公
二
年
伝
)

【
伝
】
　
以
部
大
鼎
賂
公
。

【
注
】
部
國
所
造
器
也
、
故
繋
名
於
部
。
済
陰
威
武
賄
東
有
北
部
城
〔
部
園
の

造
る
所
の
器
な
り
、
故
に
名
を
部
に
繁
く
。
済
陰
成
武
解
の
東
に
北
部
城
有
り
。
〕

[
琉
]
注
部
國
至
部
城
○
正
義
日
、
穀
梁
僻
目
「
部
鼎
者
部
之
所
烏
也
。
孔
子
日
、

従
主
人
、
故
日
部
大
鼎
也
」
、
公
羊
侍
日
「
器
従
名
、
地
従
主
人
」
。
日
日
器

従
本
主
之
名
、
地
従
後
屈
主
人
、
是
知
「
部
國
所
造
、
故
繋
名
於
部
」
。
劉
君
難

杜
注
「
部
國
臍
陰
成
武
賊
東
南
有
北
部
城
」
、
「
部
宋
邑
済
陰
成
武
願
東
南
有
部

城
」
、
「
倶
是
成
武
賄
東
南
、
相
去
不
遠
、
何
得
所
島
部
國
、
所
鳥
宋
邑
」
。
劉

以
南
部
・
北
部
、
並
宋
邑
、
別
有
部
国
、
以
規
杜
氏
。
知
不
然
者
、
以
許
田
・
許
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國
相
去
非
道
、
則
部
國
・
部
邑
、
何
妨
相
近
。
且
杜
言
「
有
」
者
、
皆
是
疑
辞
、

何
得
執
杜
之
疑
、
以
規
其
過
。
如
劉
所
解
、
部
國
寛
在
何
虞
。

つ
く

正
義
に
日
く
、
《
穀
染
伝
》
に
「
部
鼎
は
部
の
為
る
所
な
り
。
孔
子
日
く
、

名
は
主
人
に
従
ふ
、
と
。
故
に
部
の
大
鼎
と
日
ふ
」
と
述
べ
、
《
公
羊
伝
》

に
「
器
は
名
に
従
ひ
、
地
は
主
人
に
従
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
判
d
痢
痢

以
下
、
『
周
易
正
義
』
『
尚
書
正
義
』
『
毛
詩
正
義
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
例
づ

つ
挙
げ
て
お
く
。

す
る
と
こ
ろ
は
、
器
物
は
も
と
の
持
主
の
名
に
従
い
、
土
地
は
後
に
属
す

る
主
人
の
名
に
従
う
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
「
部
国
の
造
る
所
な
る
が

故
に
名
を
部
に
繁
く
」
　
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

劉
君
は
杜
注
に
　
「
部
国
、
済
陰
威
武
県
東
南
に
北
部
城
有
り
」
、
「
部

は
采
の
邑
、
済
陰
成
武
県
の
東
南
に
都
城
有
り
」
と
い
う
の
を
非
難
し
て
、

「
と
も
に
成
武
県
の
東
南
で
あ
り
、
た
が
い
に
去
る
こ
と
あ
ま
り
遠
く
な

い
の
に
、
な
ん
で
作
っ
た
の
が
部
国
で
あ
っ
た
り
、
宋
国
で
あ
っ
た
り
す

る
で
あ
ろ
う
か
」
　
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
劉
弦
は
南
部
・
北
部
と
も
に

宋
邑
で
、
さ
ら
に
別
に
部
国
が
有
る
と
し
て
、
杜
氏
を
規
正
す
る
の
で
あ

る
。そ

う
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
許
田
と
許
国
と
が
相
い
隔
た
る
こ

と
あ
ま
り
遠
く
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
部
国
と
部
邑
と
に
つ
い
て
.
も
、

な
ん
で
近
い
と
い
う
こ
と
が
妨
げ
と
な
ろ
う
か
。
し
か
も
杜
預
が
　
「
有
」
・

と
い
う
の
は
、
す
べ
て
疑
問
の
表
現
で
あ
り
、
な
ん
で
杜
預
の
疑
問
を
捉

え
て
そ
の
過
誤
を
規
正
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
劉
弦
の
解
釈
の
と
お

り
だ
と
す
れ
ば
、
部
国
は
い
っ
た
い
何
処
に
有
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
『
穀
染
伝
』
『
公
羊
伝
』
を
引
用
し
た
後
、
そ
の
意
味
を
要
約
し
て

述
べ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

e
周
易
正
義
　
(
○
ナ
u
O
b
益
・
大
象
伝
)

【
伝
】
象
日
、
風
雪
益
。
君
子
以
見
善
則
遷
、
有
過
則
改
。

【
注
】
遷
善
改
過
、
益
莫
大
焉
。
〔
善
に
遷
り
過
を
改
む
る
、
益
焉
れ
よ
り
大

な
る
は
美
し
。
〕

[
疏
]
　
正
義
日
、
子
夏
侍
云
　
「
雷
以
動
之
、
風
以
散
之
、
萬
物
皆
盈
」
、
孟
倍

亦
輿
此
同
。
日
日
必
須
雷
動
於
前
、
風
散
於
後
、
然
後
萬
物
皆
益
。
如
二
月

放
蟄
之
後
、
風
以
長
物
、
八
月
収
智
之
後
、
風
以
残
物
。
風
之
鳥
益
、
其
在
雷

後
、
故
日
　
「
風
雷
益
」
　
也
。
「
遷
」
　
謂
遷
徒
慕
尚
、
「
改
」
　
謂
改
更
懲
止
。
「
遷

善
改
過
、
益
莫
大
焉
」
、
故
君
子
求
益
、
「
以
見
善
則
遷
、
.
有
過
則
改
」
也
。

六
子
之
中
、
並
有
益
物
、
猶
取
雷
風
」
者
。
何
畳
云
「
取
其
最
長
可
久
之
義
也
」
。

こ
こ
で
は
『
子
夏
易
伝
』
と
孟
喜
説
が
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
の
意

味
を
敷
術
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
十
三
経
注
疏
整
理
本
周

易
正
義
』
(
北
京
大
学
出
版
社
　
二
〇
七
頁
)
・
『
十
三
経
注
疏
分
断
標
鮎
周
易
正

義
』
(
新
文
里
　
三
五
六
頁
)
　
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
部
分
を
　
「
孟
億
亦
輿
此
同

其
意
。
言
必
須
雷
動
於
前
、
風
散
於
後
、
然
後
萬
物
皆
益
」
　
と
句
読
し
て
い
る

が
、
お
そ
ら
く
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
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e
尚
書
正
義
　
(
宝
ふ
き
皐
陶
謹
)

【
伝
】
皐
陶
日
、
予
未
有
知
思
、
自
賛
賛
嚢
哉
。

【
注
】
言
我
未
有
所
知
、
未
能
思
致
於
善
、
徒
亦
賛
奏
上
古
行
事
而
言
之
。
因
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南
美
之
、
承
以
謙
絆
。
言
之
序
。
〔
言
ふ
こ
こ
ろ
は
我
れ
未
だ
知
る
所
有
ら

ず
、
未
だ
思
ひ
て
善
に
致
す
能
は
ず
、
徒
ら
に
亦
た
上
古
の
行
事
を
賛
奏
し
て

之
れ
を
言
ふ
。
謁
の
之
れ
を
美
す
る
に
因
り
て
、
承
く
る
に
謙
辞
を
以
て
す
。

言
の
序
な
り
。
〕

[
琉
]
侍
言
我
至
之
序
○
正
義
日
、
皐
陶
自
言
「
可
致
行
」
、
高
言
「
致
可
績
」
、

此
承
両
島
謙
、
知
英
日
言
未
有
所
知
、
未
能
恩
致
於
善
也
。
「
思
」
字
属
上
旬
。

王
粛
云
　
「
貸
費
猶
賛
奏
也
」
、
顧
氏
云
　
「
裏
上
也
」
、
謂
賛
奏
上
古
行
事
而
言

之
也
。
経
云
　
「
日
」
者
謂
我
上
之
所
言
也
。
侍
不
訓
　
「
襲
」
鳥
　
「
上
」
、
巳
従

裏
陵
而
繹
之
、
故
二
劉
並
以
「
裏
」
　
鳥
　
「
因
」
。
若
必
鳥
　
「
因
」
、
孔
侍
無
容

不
訓
。
日
進
習
上
古
行
事
、
因
賛
成
其
辞
而
言
之
也
。
侍
錐
不
訓
「
裏
」

字
、
其
義
昔
如
王
説
。
皐
陶
慮
忽
之
、
自
云
　
「
言
順
可
行
」
、
因
南
美
之
、
即

承
謙
辞
、
一
揚
一
抑
、
言
之
次
序
也
。
鄭
玄
云
「
費
明
也
。
裏
之
言
暢
、
言
我

未
有
所
知
所
思
、
徒
費
明
帝
徳
、
暢
我
忠
言
而
巳
、
謙
也
」
【
⑳
〕
。

こ
こ
で
も
『
十
三
経
注
疏
整
理
本
尚
書
正
義
』
(
北
京
大
学
出
版
社
　
三
三

頁
)
　
は
以
下
の
よ
う
に
誤
っ
た
句
読
を
施
し
て
お
り
、
ま
た
玩
刻
本
の
誤
刻
に

そ
の
ま
ま
従
っ
て
い
る
　
(
「
顧
氏
」
1
「
顧
氏
」
)
。
ま
た
『
十
三
脛
注
疏
分
断
標

鮎
周
易
正
義
』
(
新
文
里
一
七
〇
頁
)
で
は
誤
刻
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

句
読
は
同
様
に
誤
っ
て
い
る
。

⑪
毛
詩
正
義
　
(
詩
語
序
・
〕
蝕
旨
)

【
譜
】
至
於
大
王
・
王
季
克
堪
顧
天
。

[
疏
]
○
正
義
日
、
此
尚
書
多
方
説
天
以
肘
悪
、
更
求
人
主
之
意
、
云
　
「
天
惟
求

爾
多
方
、
大
動
以
威
、
開
靡
顧
天
。
惟
爾
多
方
、
岡
堪
顧
之
。
惟
我
周
王
、
克

堪
用
徳
、
惟
典
神
天
」
、
注
云
「
顧
由
視
念
也
」
。
日
日
目
天
下
災
異
之
威
、

動
天
下
之
心
、
開
其
能
鳥
天
以
視
念
者
。
衆
國
無
堪
烏
之
、
惟
我
周
能
堪
之
。

彼
言
文
王
・
武
王
能
顧
天
耳
。
大
王
・
王
季
鳥
天
所
祐
、
巳
有
王
跡
、
是
能
顧

天
也
〔
⑬
〕
。

こ
の
　
「
其
意
言
」
　
と
い
う
用
法
は
、
ま
た
　
「
其
意
謂
」
　
「
其
意
以
鳥
」
　
と
も

表
現
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
以
下
の
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
春
秋
正
義
』
に
多
く
こ
の
用
例

が
見
出
さ
れ
、
次
い
で
『
毛
詩
正
義
』
と
『
尚
書
正
義
』
に
そ
の
例
が
見
え
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
こ
の
用
法
も
ま
た
劉
焙
と
関
わ
り
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
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其 其 其
意 意 意
以
鳥

謂
ロ

0 0 1 易

0 1 10 書

2 1 17 詩

0 0 0 種

10 4 51 左

1 1 1 穀

故
二
劉
並
以
「
襲
」
鳥
因
.
若
必
虜
囚
.
孔
侍
無
容
不
訓
其
意
。
i
言
進
習

上
古
行
事
,
因
賛
成
其
辞
而
言
之
也
。



①　注
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②

原
文
の
み
で
あ
る
が
、
再
録
す
る
。

◎
左
侍
注
疏
　
(
8
.
ビ
a
・
b
隠
公
元
年
伝
)

注
戸
未
葬
之
通
稀
○
正
義
日
、
曲
鵡
下
云
　
「
在
休
日
戸
、
在
棺
日
柩
」
、
是
其
相

封
言
耳
。
今
以
既
葬
乃
来
而
云
　
「
不
及
P
L
、
知
　
「
戸
是
未
葬
之
通
稀
」
　
也
。
葬

則
戸
不
復
見
、
未
葬
猶
及
見
之
、
故
以
葬
鳥
限
也
。
稗
例
日
　
「
喪
贈
之
幣
、
車

馬
日
周
、
貨
財
自
縛
、
衣
服
日
樋
、
珠
玉
日
含
。
然
而
総
謂
之
贈
、
故
侍
日
F
贈

死
不
及
戸
』
也
」
。
然
則
此
文
雌
鳥
贈
費
、
其
貴
周
・
縛
・
含
・
樋
、
線
名
鳥
贈
。

但
及
未
葬
皆
無
所
設
也
。
権
以
衣
P
、
含
以
賞
口
、
大
赦
之
後
、
無
所
用
之
、

既
辣
之
後
猶
致
之
者
、
示
存
恩
好
。
不
以
充
用
也
。

今
讃
日
、
雑
記
　
「
弔
含
権
周
臨
之
等
」
　
「
未
葬
則
葦
席
、
既
葬
則
蒲
席
」
、
是
葬

後
得
行
。
比
言
「
緩
」
者
、
穏
記
後
人
雑
録
、
不
可
典
侍
同
言
也
。

日
日
初
葬
之
後
則
可
、
久
則
不
許
。

も
う
一
例
、
F
尚
書
正
義
』
か
ら
挙
げ
る
。

◎
尚
書
注
疏
　
(
-
チ
ー
P
・
b
無
逸
)
　
孔
安
國
侍
「
股
家
亦
祖
其
功
、
教
科
祖
」

○
博
大
甲
至
稀
祖
○
正
義
日
、
侍
於
中
宗
云
　
「
以
敬
畏
之
故
、
得
壽
考
之
福
」
、

高
宗
之
鳥
政
、
「
小
大
無
怨
、
故
亦
享
國
永
年
」
、
於
此
云
　
「
太
甲
亦
以
知
小
人

之
依
、
故
得
久
年
」
、
各
順
其
文
、
而
鳥
之
説
。
其
言
行
善
而
得
長
壽
、
絶
景
三

王
同
也
。
以
其
世
次
顛
倒
、
故
解
之
、
云
　
「
此
以
徳
優
劣
・
立
年
多
少
鳥
先
後
、

故
祖
甲
在
太
戊
・
武
丁
之
下
」
。
諸
書
皆
言
「
太
甲
」
、
此
言
「
祖
甲
」
者
、
「
嘲

家
亦
祖
其
功
、
故
稀
之
祖
甲
」
。
輿
二
宗
鳥
類
、
惟
見
此
篇
、
、
必
言
「
祖
其
功
」
、

亦
未
知
其
然
。
股
之
先
君
有
祖
乙
・
祖
辛
・
祖
丁
、
構
祖
多
夫
。
日
日
競
之
鳥
祖
、

未
必
　
「
祖
其
功
し
　
而
存
其
廟
也
。

ち
な
み
に
、
吉
川
幸
次
郎
『
尚
書
正
義
定
本
』
(
巻
十
五
-
十
二
葉
裏
)
　
で
は
、
傍

線
部
を
　
「
股
家
亦
祖
其
功
。
故
稀
之
。
祖
甲
～
」
　
と
句
読
す
る
が
、
お
そ
ら
く
は
誤

り
で
あ
ろ
う
。

③
　
こ
の
疏
文
で
は
　
「
按
昭
十
年
左
氏
倖
云
…
…
、
彼
注
云
…
…
」
　
と
あ
っ
て
、
こ
の

注
が
誰
の
注
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
後
に
　
r
恩
君
誤
」
　
と
記
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
服
度
注
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
筆
者
の
検

す
る
と
こ
ろ
、
『
周
穏
疏
』
所
引
の
　
『
左
伝
』
注
は
服
虔
注
が
圧
倒
的
に
多
く
、
杜
預

注
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
も
の
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
　
「
注
」
　
と
の
み
記
さ
れ
た

も
の
も
、
す
べ
て
服
虔
注
と
見
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

④
　
『
十
三
経
注
疏
整
理
本
』
(
北
京
大
学
出
版
社
)
　
の
、
特
に
『
儀
槽
注
疏
』
で
は
、

た
と
え
ば
以
下
の
引
用
例
の
傍
線
部
を
　
「
故
宿
戒
並
言
、
明
其
別
也
或
可
。
比
是
初

戒
戸
、
云
宿
戒
戸
者
、
」
　
と
句
読
す
る
例
　
二
〇
四
二
頁
)
　
以
外
に
も
、
「
或
可
」
　
に

つ
い
て
の
誤
っ
た
句
読
が
多
々
見
ら
れ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

◎
儀
超
注
疏
　
(
S
も
㌫
少
牢
鰊
食
穏
)

【
琉
]
注
皆
粛
至
絡
笠
○
秤
目
、
云
　
「
皆
粛
諸
官
之
日
」
者
、
解
経
「
宿
」
是
「
粛

諸
富
之
日
」
。
云
「
又
先
粛
戸
者
」
、
抱
解
経
「
前
宿
一
日
、
宿
戒
戸
」
、
謂
是
「
粛

諸
官
之
日
」
、
前
又
先
粛
戸
校
一
日
、
督
祭
前
二
日
也
。
云
「
重
所
用
鳥
戸
」
者
、

「
粛
諸
官
」
唯
一
粛
、
戸
有
再
粛
、
是
重
所
用
鳥
戸
者
故
也
。
云
　
「
又
烏
終
盤
」

者
、
亦
是
粛
之
、
使
知
祭
日
富
来
故
也
。
若
然
、
「
宿
」
輿
「
戒
」
前
後
名
不
同
、

今
合
言
之
者
、
以
前
有
十
日
之
戒
、
後
有
一
日
之
宿
、
若
草
言
r
戒
」
、
嫌
同
十

日
、
若
軍
言
「
宿
」
、
嫌
同
一
日
、
故
「
宿
」
　
「
戒
」
並
言
、
明
其
別
也
。
田
H
u

比
是
初
戒
戸
、
云
　
「
宿
戒
戸
」
　
者
、
故
加
　
「
宿
」
字
於
　
「
戒
」
上
也
。

⑤
　
こ
の
疏
文
に
対
す
る
劉
文
洪
『
左
停
者
琉
考
正
』
巻
三
の
考
証
を
参
考
ま
で
に
引
用

す
る
。

文
洪
案
ず
る
に
、
「
今
知
不
然
」
　
以
下
は
唐
人
の
駁
劉
の
文
章
で
、
前
半
は
す
べ

て
光
伯
の
言
葉
で
あ
る
。
光
伯
は
先
ず
杜
預
を
申
べ
、
後
で
こ
れ
を
駁
し
た
。

ま
た
、
「
劉
絃
用
服
氏
之
説
以
鳥
、
畢
萬
在
周
、
笠
仕
於
菅
」
　
と
い
う
文
章
も
、

や
は
り
　
「
何
故
辛
靡
猫
烏
音
大
夫
」
　
の
下
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
唐

人
の
個
別
を
経
て
、
前
後
に
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
(
も
と
の
文
章
を
)
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審
ら
か
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

包
君
慎
言
が
い
う
、
「
光
伯
の
規
杜
の
文
章
は
受
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
は
ず
だ
。

も
し
前
が
光
伯
《
述
語
》
の
文
章
で
な
い
な
ら
、
光
伯
の
『
何
得
云
笠
仕
於
晋
』

と
い
う
批
判
の
語
は
対
象
を
失
っ
て
し
ま
う
」
　
と
。

⑥
　
ち
な
み
に
『
尚
書
正
義
』
中
で
は
、
「
大
劉
(
劉
熔
)
」
　
の
六
例
、
「
小
劉
(
劉
絃
)
」

五経正義讃解通論(二)(野間)

⑦

の
四
例
は
両
者
が
区
別
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
「
二
劉
」
と
い
う
表
記
で
二
例
、
そ
し

て
こ
の
　
「
劉
君
」
が
一
例
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
劉
棒
・
劉
弦
の
区
別
が
不
明
で

あ
る
。
旧
拙
稿
「
尚
書
正
義
引
書
索
引
(
こ
　
(
二
)
」
　
(
新
居
浜
工
業
高
等
専
門
学
校

紀
要
第
2
2
・
2
3
巻
一
九
八
六
・
八
七
)
参
照
。
た
だ
し
「
劉
棒
・
劉
絃
」
　
の
項
目

に
は
漏
れ
が
有
っ
て
、
以
上
は
修
正
し
た
数
で
あ
る
。

孫
銃
に
つ
い
て
は
F
春
秋
正
義
』
(
宝
・
-
苫
・
g
a
隠
公
十
一
年
伝
)
　
に
も
次
の
よ
う

な
例
が
あ
る
。

周
之
至
烏
後
○
正
義
日
、
質
達
以
「
宗
」
鳥
尊
、
服
虞
以
「
宗
盟
」
烏
同
宗
之
盟
、

孫
統
以
鳥
「
宗
伯
属
官
、
掌
作
盟
諷
之
載
辞
、
故
日
宗
盟
」
、
胎
無
明
解
。
盟
之

尊
卑
、
自
有
定
法
、
不
得
言
尊
盟
也
。
周
種
司
盟
之
官
、
乃
是
司
蓮
之
展
、
非

宗
伯
也
。
唯
匝
之
言
得
其
旨
也
。
而
恢
厩
難
唾
至
同
宗
之
盟
、
則
無
輿
異
姓
、

何
論
先
後
。
若
通
共
同
盟
、
則
何
科
於
宗
」
、
岡
田
。
天
子
之
盟
諸
侯
、
令

其
奨
王
室
、
未
聞
離
遜
異
姓
、
濁
奥
同
宗
者
也
。
但
周
人
貴
親
、
先
敷
同
姓
、

以
共
篤
於
宗
族
、
是
故
謂
之
「
宗
盟
」
。
魯
人
之
鳥
比
言
、
見
其
重
宗
之
義
。
執

其
「
宗
盟
」
之
文
、
即
云
「
無
輿
異
姓
」
、
然
則
公
輿
侯
燕
、
則
異
姓
鳥
賓
、
復
言

族
燕
、
不
得
有
異
姓
也
。
孟
何
所
云
「
説
詩
者
不
以
辞
害
意
」
、
比
之
謂
也
。
…

⑧
　
r
尚
書
正
義
』
(
-
ナ
ー
O
a
・
b
周
書
・
康
詩
)
　
か
ら
一
例
挙
げ
る
。

俸
鳥
人
至
不
友
○
正
義
日
、
言
「
亦
」
者
、
以
兄
弟
同
等
而
相
亦
、
所
謂
　
「
周

香
云
、
父
子
兄
弟
、
罪
不
相
及
」
、
即
此
文
也
。
不
孝
罪
子
、
非
及
於
父
之
輩
、

空
所
雷
然
、
而
周
官
隣
保
以
比
伍
相
及
。
而
超
商
疑
而
世
間
、
鄭
苔
云
　
「
周
穏

太
平
制
、
此
鳥
居
股
軋
而
言
」
、
圀
康
詰
所
云
、
以
骨
肉
之
親
、
得
相

容
隠
。
故
左
侍
云
　
「
父
子
兄
弟
、
罪
不
相
及
」
。
周
穏
所
云
、
接
探
人
相
督
率
之

法
、
故
相
通
獲
罪
。
故
今
之
律
令
、
大
功
巳
上
、
得
相
容
隠
、
鄭
保
罪
有
相
及
、

是
也
。

こ
の
部
分
を
吉
川
訳
で
は
　
「
そ
れ
を
趨
商
が
疑
わ
し
く
思
っ
て
問
い
を
発
し
た
と
こ

ろ
、
鄭
玄
は
、
…
…
と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
お
か
し
い
。
康
話
の
所
説
は
、

骨
肉
の
親
た
る
も
の
は
、
互
い
に
隠
し
立
て
た
と
し
て
も
い
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
」

〈
全
集
本
9
・
4
2
5
頁
)
と
あ
る
。

ち
な
み
に
『
十
三
経
注
疏
整
理
本
』
(
北
京
大
学
出
版
社
)
　
の
『
尚
書
正
義
』
(
四
三

五
頁
上
段
)
　
で
は
、
鄭
玄
の
言
葉
を
以
下
の
全
文
と
見
な
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
　
「
斯

不
然
央
」
　
の
用
法
に
気
づ
か
な
い
誤
り
で
あ
る
。

⑨
　
劉
絃
『
孝
脛
述
議
』
中
か
ら
一
例
挙
げ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
林
秀
一
氏
が
輯
侠
復
元

し
た
部
分
で
は
な
く
、
舟
橋
家
旧
蔵
の
紗
本
巻
四
　
(
一
五
七
・
八
頁
)
　
で
あ
る
。

此
云
「
五
刑
三
千
」
、
而
「
罪
莫
大
於
不
孝
」
、
則
不
孝
亦
昔
在
三
千
中
央
。
陸

似
圃
「
穐
記
檀
弓
云
『
郊
婁
定
公
之
時
有
拭
其
父
者
。
…
…
㌔
比
事
在
三
千
條

外
」
、
田
関
田
。
三
千
之
條
、
経
典
亡
滅
、
安
知
此
事
在
三
千
外
平
。
…
…

ち
な
み
に
『
孝
経
述
議
』
中
(
一
三
六
頁
)
　
に
は
、
「
知
不
然
者
」
と
い
う
用
法
が

一
例
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
引
用
し
て
お
く
。

除
似
匿
「
悪
人
得
志
、
則
君
子
賢
臣
不
肯
従
而
仕
官
。
侍
言
『
邦
元
善
政
、
不

味
食
禄
』
、
即
論
語
所
謂
『
邦
天
道
、
冨
且
貴
焉
恥
也
』
、
侍
意
似
然
」
。
田
関
り

田
、
「
以
訓
則
昏
」
、
謂
鳥
君
以
訓
下
也
、
「
得
志
弗
従
」
、
謂
不
肯
従
此
志
也
。

⑳
　
吉
川
幸
次
郎
訳
(
全
集
本
8
・
3
0
1
頁
)
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

正
義
。
皐
陶
は
　
「
行
為
に
移
し
得
る
」
　
と
自
分
か
ら
い
い
出
し
た
と
こ
ろ
、
南

は
　
「
結
果
と
し
て
成
績
が
あ
が
る
だ
ろ
う
」
　
と
い
っ
た
。
こ
こ
は
そ
れ
を
う
け

て
謙
遜
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ず
か
ら
「
ま
だ
心
得
て
い
る
こ
と
も
な
く
、

考
え
て
善
に
達
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
と
い
っ
た
し
　
の
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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⑪

こ
の
　
「
思
し
　
の
字
は
上
の
句
に
つ
く
。
王
森
は
、
「
賛
費
は
賛
奏
と
い
う
程
の
意

味
」
　
と
説
き
、
顧
氏
は
　
「
秦
は
上
で
あ
る
」
　
と
説
く
。
つ
ま
り
　
「
上
古
の
行
事

を
賛
奏
し
て
申
し
た
」
　
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
経
に
　
「
日
」
　
と
あ
る
の
は
、
自

分
が
前
に
述
べ
た
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
で
　
「
喪
」
　
を
　
「
上
」
　
と
訓
じ
て
い

な
い
の
は
、
前
に
　
「
喪
陵
」
　
の
と
こ
ろ
で
解
釈
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
こ

の
辺
の
と
こ
ろ
か
ら
二
劉
は
み
な
、
「
喪
」
　
を
　
「
因
」
　
と
見
た
。
し
か
し
き
っ
と

r
因
な
の
な
ら
ば
、
孔
伝
が
訓
を
与
え
ず
に
お
く
筈
は
な
い
。
観
朝
叫
朝
・
l
勾
刷

よ

r
上
古
の
行
事
を
進
習
し
た
の
は
、
そ
の
言
葉
を
賛
成
し
て
く
れ
た
の
に
因
っ

て
そ
れ
を
述
べ
た
」
　
と
見
る
の
だ
が
、
伝
は
　
「
秦
」
　
の
字
に
訓
を
せ
ぬ
と
は
い

え
、
そ
の
心
持
ち
は
王
粛
の
説
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
皐
陶
は
い
い
位
に
聞
き
流

さ
れ
て
は
因
る
と
思
い
、
「
言
葉
に
は
根
拠
が
あ
り
実
行
で
き
る
も
の
で
す
」
　
な

た
め

ど
と
自
分
か
ら
い
い
出
し
た
が
、
「
南
が
そ
れ
を
は
め
た
因
に
、
す
ぐ
謙
遜
の

言
葉
で
受
け
た
」
　
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
あ
げ
た
り
さ
げ
た
り
す
る
の
が
、
「
言

葉
の
順
序
」
　
な
の
で
あ
る
。
鄭
玄
の
説
で
は
、
「
賛
は
明
で
あ
り
、
喪
と
い
う
言

葉
は
暢
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
知
る
こ
と
も
思
う
こ
と
も
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
、

た
だ
帝
の
徳
を
賛
け
明
ら
か
に
し
て
、
私
の
忠
告
を
断
べ
た
ま
で
で
す
と
い
う

意
味
で
、
謙
遜
で
あ
る
」
　
と
す
る
。

岡
村
繁
訳
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
　
(
『
毛
詩
正
義
訳
注
第
一
冊
』
3
6
貢
)

〔
正
義
〕
　
こ
の
文
に
つ
い
て
は
、
『
尚
書
』
多
方
に
、
天
が
股
の
紆
王
の
悪
逆
さ

の
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
新
し
い
人
主
を
求
め
た
意
図
を
説
い
て
、

こ

な

ん

じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

天
は
惟
れ
爾
多
方
に
求
め
、
大
い
に
動
か
す
に
威
を
以
て
し
、
厭
の
天
を

こ

な

ん

じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

顧
み
る
を
開
く
。
惟
れ
爾
多
方
は
、
之
を
顧
み
る
に
堪
ふ
る
岡
し
。
惟
れ

上

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

か

さ

ど

我
が
周
王
は
、
(
中
略
)
克
く
徳
を
用
ふ
る
に
堪
へ
、
惟
れ
神
天
を
典
る
。

と
い
い
、
そ
の
鄭
玄
の
注
に
　
「
顧
と
は
、
由
　
(
=
猶
)
　
は
視
念
(
よ
く
見
、
よ

く
考
え
る
)
　
の
ご
と
き
な
り
」
　
と
い
う
。

判
叫
葡
咄
嘲
、
「
天
は
、
天
変
地
異
と
い
う
威
嚇
を
下
し
示
し
て
天
下
の
人
び

と
の
心
を
動
か
し
、
彼
ら
の
中
で
天
に
代
っ
て
よ
く
見
、
よ
く
考
え
る
能
力
の

あ
る
人
間
を
啓
発
し
よ
う
と
し
た
が
、
大
抵
の
諸
侯
た
ち
は
そ
れ
を
実
行
す
る

に
堪
え
る
も
の
が
な
く
、
た
だ
我
が
周
王
だ
け
が
そ
の
任
に
あ
た
り
得
る
能
力

よ

が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
か
の
　
「
多
方
」
　
は
、
周
の
文
王
・
武
王
が
　
「
能
く
天
を

顧
み
し
た
と
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
こ
の
　
「
大
王
」
　
「
王
李
」
も
、
天

に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
、
と
っ
く
に
王
者
と
し
て
の
実
績
を
あ
げ
て
い
た
。
そ

れ
が
　
「
能
く
天
を
顧
み
る
し
　
こ
と
な
の
で
あ
る
。




